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第１章 はじめに 

（１）計画策定の趣旨及び位置づけ 

湖東圏域（滋賀県彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町）では、今後、総人口の減少、少子化、

労働人口の減少、高齢者数の増加が見込まれており、地域の活力を維持・向上させるためには、そう

した変化に対応したまちづくりが必要となっています。 

現代においては、成人の１人に１台と言われる自家用車の普及、道路整備の進展、大型小売店舗な

ど郊外型の施設の増加、自家用車による通勤の増加などにより、日常の暮らしのなかの移動距離は長

くなっていて、移動を支える交通の社会的役割は、かつてないほど大きくなっています。 

一方で、自家用車の利便性の向上に伴って、地域公共交通機関を利用する人は、以前と比べて大き

く減少しており、交通事業者単独で維持していくことは、大変困難になっています。このことにより、

高校生や高齢者など、自家用車を運転できない移動制約者の日常生活及び社会生活における移動手段

が確保できなくなることが懸念されています。 

また、地域公共交通は、駅や病院、商業施設、観光拠点などを結び、誰もが気軽で安全に移動でき

るようにすることで、都市の機能を高め、交流人口の増加によるまちの賑わいや魅力の向上に貢献す

ることも期待されています。 

こうしたことから、湖東圏域では「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する

法律」（平成 26 年 11 月施行、以下「活性化法」という）に基づき、各市町や交通事業者などが連携

し、「湖東圏域地域公共交通網形成計画」を策定し、湖東圏域における鉄道、路線バス（コミュニティ

バスを含む）、予約型乗合タクシーの各交通機関ネットワークを面的に見直し、公共交通のサービス

レベルをさらに高めるため、各種施策に取り組んできました。 

しかし、令和２年から始まった新型コロナウイルス感染症のまん延により、行動規制やそれに伴う

生活様式の変化などを受けて、湖東圏域においても公共交通の利用が大きく減少し、国では地域公共

交通のおかれる状況が 10 年以上の時が進んだとの見方があるほど深刻な状況です。そのため、国で

は令和５年 10 月に活性化法を改正し、「交通 DX」「交通 GX」「３つの共創（地域の関係者の連携と協

働）」により、利便性・持続可能性・生産性を高め、地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）を進

めることとしています。 

本計画では、こうした社会的な要請に基づき、湖東圏域における鉄道、路線バス（コミュニティバ

スを含む）、予約型乗合タクシーの各交通機関ネットワークを面的に見直し、公共交通のサービスレ

ベルをさらなる高みへ引き上げるために策定するものです。 
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湖東定住自立圏共生ビジョン Vol.19（令和５年４月１日）より抜粋 

５ 定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組 

（２） 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

ア 地域公共交通 

現在運行しているバス路線を幹線として位置付け、利便性を再検証するとともに、

支線として乗合タクシーの導入を検討するなど圏域全体を見据えた公共交通ネット

ワークを構築する。 

 

 

 

【形成協定】 

（ｱ）取組の内容 

a 圏域の１市 4 町で組織された湖東圏域公共交通活性化協議会において、圏域内の

地域公共交通の共通課題の解決に向けて連携して取り組む。 

b 鉄道、路線バス、予約型乗合タクシーなど地域公共交通機関がネットワークとして

機能するよう、圏域内の地域公共交通全般にわたり調査・検討し、地域公共交通の

改善に取り組む。 

c 湖東圏域公共交通活性化協議会を実施主体として、予約型乗合タクシー「愛のりタ

クシー」を引き続き運行する。 

d 鉄道へのアクセス向上のため、駅関連施設や駅周辺施設などの整備を推進する。 

e 路線バス、予約型乗合タクシー等の路線図および時刻表の発行、情報紙やインター

ネットホームページを通じた情報発信、バス待ち環境の改善等、地域公共交通の使

いやすさおよびわかりやすさの向上に取り組む。 

f 圏域内の地域公共交通の利用向上を図るため、関係機関と連携しながら地域公共

交通の啓発に取り組む。 

 

   

 

 

（２）計画の区域 

計画の区域は、湖東圏域１市４町（彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町）に設定します。 

 

（３）計画の期間 

計画の対象期間は、令和６年度から令和 10年度までの５年間とし、必要に応じて随時見直します。 
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第２章 当該地域の現状 

（１）人口及び地勢 

彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町からなる湖東圏域は人口約 15万人を擁し、滋賀県東北部

における中心都市として発展を続けています。京阪神都市圏の東端に位置し、市を南北に縦断するＪ

Ｒ線を介して大津・草津・京都方面への通勤通学流動が多く見られます。ＪＲ線や近江鉄道沿線、ま

た、中心部は比較的人口密度が高い一方、琵琶湖沿岸部及び山間部では小規模な集落が点在するなど、

低密度な地域も多くなっています。 

＜人口の推移＞ 

・人口は 2015年をピークに減少しており、今後はさらなる人口減少が見込まれます。 

 
（出典：H7～R2 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所） 

図 2-1 湖東圏域における人口及び世帯数の推移 

＜人口ピラミッド＞ 

・少子高齢化の進展により、0歳～10歳の人口が少ない一方で、40歳～50歳、60歳～70歳の人

口が非常に多くなっています。 

 
（出典：R2 国勢調査） 

図 2-2 湖東圏域における人口ピラミッド 
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版）は 2023年中に公表予定 



 

4 

＜町字別人口分布＞ 

・彦根市中心部及びＪＲ並びに近江鉄道駅周辺の地域において人口密度が高くなっている一方、

東部山間部では密度の低い地域が広がっています。 

 
（出典：R2 国勢調査） 

図 2-3 湖東圏域の町字別（国勢調査統計区別）人口分布 

 

 
（出典：R2 国勢調査） 

図 2-4 湖東圏域の町字別（国勢調査統計区別）人口密度分布  
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＜鉄道・バス停人口カバー率＞ 

・鉄道、路線バス、愛のりタクシーにより、湖東圏域の公共交通カバー人口は 87％となっています。彦根市市中心部においてはバス停が密にありカバー率が高くなっている一方、郊外部ではカバーされていない地域が

みられます。 

 

 

（出典：総務省統計局（令和２年 10 月現在））                   

図 2-5 湖東圏域における鉄道駅 500ｍ、バス停 300ｍ勢圏人口分布 

  

■公共交通カバー人口 単位：人、％
カバー人口 非カバー人口 カバー率

圏域合計 134,926 20,382 87%

彦根市 96,779 16,868 85%
愛荘町 18,744 2,149 90%
豊郷町 6,597 535 92%
甲良町 5,549 813 87%
多賀町 7,257 17 100%
※バス停、愛のりタクシー停留所：300ｍ圏

※鉄道駅：500ｍ圏

以上を公共交通カバー圏として250ｍメッシュ人口を用いて面積按分で算出
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＜鉄道・バス停人口高齢化率＞ 

・鉄道、路線バス、愛のりタクシーにより、湖東圏域の 65歳以上の公共交通カバー人口は 90％となっています。 

 

 

（出典：総務省統計局（令和２年 10 月現在））                   

図 2-6 湖東圏域における鉄道 500m圏・バス停 300m圏における高齢化率（65歳以上人口比率） 
 

  

■公共交通カバー人口（65歳以上） 単位：人、％
カバー人口 非カバー人口 カバー率

圏域合計 35,639 3,820 90%

彦根市 25,321 2,978 89%
愛荘町 4,252 343 93%
豊郷町 1,812 171 91%
甲良町 1,873 245 88%
多賀町 2,380 84 97%
※バス停、愛のりタクシー停留所：300ｍ圏

※鉄道駅：500ｍ圏

以上を公共交通カバー圏として250ｍメッシュ人口を用いて面積按分で算出
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＜通勤・通学流出入人口＞ 

・自市町内に通勤・通学する住民が最も多いですが、圏域内の隣接町、また湖南地域や湖北地

域、さらに京都や大阪に通勤・通学する住民も多くなっています。また、流入・流出ともほぼ

同程度となっています。 

 
（出典：R2 国勢調査） 

図 2-7 湖東圏域における通勤・通学流出入人口 
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＜通勤・通学時利用交通手段＞ 

・湖東圏域在住者の通勤・通学時における交通手段として、自家用車を利用する住民が非常に多

く、路線バスを利用する住民は２％に留まります。 

・湖東圏域在住者の通勤・通学時における交通手段を町字別に見ると、ＪＲ駅周辺の鉄道・バス

利用率が高めですが、彦根市中心部のバス路線が比較的充実している地域にもかかわらず、鉄

道・バス利用が小さい地域も存在しています。 

 
（出典：国勢調査） 

図 2-8 湖東圏域在住者の通勤・通学時利用交通手段（国勢調査） 

 

（出典：R2 国勢調査） 

図 2-9 湖東圏域在住者の通勤・通学時利用交通手段（国勢調査統計区別） 
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（２）住民の交通機関利用 

湖東圏域関連の交通機関利用は、多数が自動車利用となっており、公共交通（鉄道・バス）の利用

は１割程度と、過度に自動車に依存した交通となっています。また鉄道乗降客の約２割は自家用車で

駅周辺の駐車場に停める、いわゆるパーク・アンド・ライドによる利用が多くなっており、バス・鉄

道乗継利用者はそれより少なくなっています。 

＜交通手段分担率＞ 

・交通手段分担率は、自家用車が 67.0％を占め、路線バスを主に使われる方は交通全体のうち僅

か 0.2％に留まります。 

・交通手段分担率は地域別に大きな差がなく、市中心部においても自家用車が多く使われていま

す。 

 

 

図 2-10 湖東圏域における代表交通手段分担

率 

 

図 2-11 地域別代表交通手段分担率 
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＜自動車の保有台数＞ 

・自動車の保有台数は微増傾向にあり、令和３年度は 125,616台となっています。 

 

（出典：滋賀県統計書、H30 年度値は統計書に非掲載） 

図 2-12 湖東圏域における自家用車の保有台数 

＜高齢者運転免許証の返納状況（湖東圏域）＞ 

・高齢者運転免許証の返納状況は、近年は 500件以上となっており、令和元年は 692件と過去最

高件数でした。 

 

（出典：滋賀県警察、滋賀の交通） 

図 2-13 湖東圏域の高齢者（65 歳以上）運転免許証の返納状況 
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＜鉄道利用者のアクセス交通手段＞ 

・令和 3年度における鉄道利用者のアクセス交通手段（自宅・勤務地等から鉄道駅へ行く際の交

通手段）は、徒歩・自転車・二輪車が 71％と多くを占め、自家用車が 24％となっており、10年

前と同程度です。自家用車の利用は、駅周辺の駐車場に停め、鉄道を利用する「パーク・アン

ド・ライド」もしくは家族が駅まで送迎する「キス・アンド・ライド」の利用と想定されま

す。 

・一方で、路線バス⇔鉄道乗継は僅か３％に過ぎず、鉄道利用者のアクセス交通手段として余り

利用されていない状況です。 

・駅別に見ると、琵琶湖線の各駅では路線バスと鉄道を乗り継いで利用する方が少なからずいる

ものの、その他の駅では路線バス利用者がほとんどいません。近江鉄道各駅については、徒歩

及び自転車でのアクセスが大部分でありますが、尼子駅や豊郷駅などで自家用車でのアクセス

が見られます。 

 

 

図 2-14 湖東圏域内の鉄道駅乗降者のアクセス利用交通手段 

 

図 2-15 湖東圏域内の鉄道駅乗降者のアクセス利用交通手段（駅別） 
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（３）経済状況・道路交通状況 

＜道路交通の混雑状況＞ 

・湖東圏域では 10箇所の主要渋滞箇所が指定され、渋滞緩和に向けた対策が進められています

が、環境負荷軽減の面と交通円滑化の面からも、過度の自動車利用から公共交通へのシフトが

求められます。 

・彦根市及び愛荘町南西部の国道８号において朝夕のピーク時間帯を中心に交通混雑が発生して

いるため、自家用車から路線バス等の公共交通機関への転換による総交通量の削減等が重要で

す。 

 

 
（出典：滋賀県渋滞対策協議会 令和５年度第１回協議資料より作成） 

図 2-16 湖東圏域における主要渋滞箇所及び旅行速度 
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＜事業所・従業者数＞ 

・事業所数及び従業者数ともに、彦根市が最も多く、湖東圏域の中でも人や施設が特に集積して

います。 

 
（出典：H28 経済センサス） 

図 2-17 湖東圏域の事業所数及び従業者数 
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第３章 上位関連計画の整理 

（１）各市町における総合計画における位置づけ 

ここでは、各市町における総合計画における、公共交通を中心としたまちづくり施策に関する位置

付けについて、「広域連携」「交通」「福祉」「環境」「賑わい」の観点から整理しました。 

 

ア 広域連携 

湖東圏域１市４町で締結された「湖東定住自立圏形成協定」に基づき、近隣市町とのさらなる交流・

連携及び公共交通ネットワークの構築が位置付けられています。 

分類 市町 項目 主な取組／施策 

広域 

連携 

彦根 広域連携の推進 

●地域公共交通の活性化 

（湖東圏域公共交通活性化協議会を組織し、共通課題の解決

に向けた調査研究、より効果的・効率的な公共交通網の整

備について、関係市町をはじめ、企業や商店街、観光地等の

各種関係機関と連携した取組の推進 等） 

甲良 
広域行政を推進

する 

●定住自立圏形成協定に基づく施策の推進 

（湖東定住自立圏形成協定に基づき、医療福祉連携や公共交

通網の構築、地産地消の推進等の諸課題に対して、関係市

町と連携を図りつつ、本町の地域特性を活かして構成員と

しての役割を担う） 

多賀 広域行政の推進 
●湖東定住自立圏推進協議会など、他市町との連携した取り

組みのさらなる推進 

 

 

イ 公共交通 

各市町とも、広域公共交通である鉄道の整備促進及び利便性向上、地域公共交通としての路線バス

の利用促進、並びに交通空白地域における予約型乗合タクシーの運行等が挙げられています。 

分類 市町 項目 主な取組／施策 

公共

交通 
彦根 

公共交通ネット

ワークの充実 

●公共交通の利用促進 

（コンパクトシティを推進する上で不可欠な公共交通による

ネットワークの強化） 

●鉄道の利用促進 

（鉄道駅からの二次交通の利便性を向上させ、鉄道の利用促

進を図る 等） 

●路線バスの運行 

（運行事業者への補助制度等による、路線バスの運行を推進

／路線の新設や新たなモビリティの運行 等） 

●予約型乗合タクシーの運行 

（路線バスが運行していない地域での予約型乗合タクシーの

運行の推進 等） 
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愛荘 
地域公共交通の

充実 

●多様な移動ニーズへの対応 

（「湖東圏域地域公共交通網形成計画」に基づき、まちづくり

施策と連携した面的な公共交通ネットワークの再構築／愛

のりタクシーの充実・利用促進／「近江鉄道沿線地域公共

交通計画」に基づき、維持・活性化の推進／互助運送や新た

な交通システム導入・支援に向けた調査・研究／モビリテ

ィ・マネジメントの推進や新たな移動手段の検討／高齢者

が運転免許の自主返納しやすい環境づくり 等） 

●交通結節点の機能充実 

（民間事業者と連携した交通結節機能の強化や利用促進策／

待合環境の充実や MaaS を見据えた検討／シェアサイクル

の検討やサイクリングコンテンツの発信／愛知川駅周辺の

環境整備） 

●公共交通の利用促進 

（モビリティ・マネジメントの実施／移動制約者への支援方

策の検討） 

豊郷 
道路交通・公共

交通網の整備 

●地域交通の充実 

（高齢者の外出支援サービスの維持向上、予約型乗合タクシ

ー「愛のりタクシー」の一層の利便性の向上 等） 

多賀 公共交通 

●公共交通の適切な確保・維持 

（公共交通の確保・維持に関する取組の促進／鉄道の利用を

促進する取組の推進） 

甲良 
道路・公共交通

を整備する 

●公共交通ネットワークの形成 

（新しい公共交通サービスを調査研究し、導入を検討／近江

鉄道沿線自治体と連携し、近江鉄道駅を中心とした公共交

通網の形成を促進し、利便性向上、利用者の維持増加を図

る 等） 

●住民との協調による事業の推進 

（公共交通網の維持・形成のために、計画段階から住民参加

の形で進め、住民理解の促進を図る） 

 

ウ 福祉 

公共交通施設のバリアフリーの推進、及び交通手段を持たない交通弱者に対する利便性の向上を図

ること等が挙げられています。 

分類 市町 項目 主な取組／施策 

福祉 

彦根 
公共交通ネット

ワークの充実 

●鉄道駅のバリアフリー施設の維持・管理 

（定期的に保守点検を行いながら、設置後の年数や老朽化度

合いを見極め、計画的に更新を実施 等） 

多賀 公共交通 

●交通弱者の生活交通の確保 

（誰もが利用しやすいサービスの提供や利便性の向上を図

る） 

甲良 
道路・公共交通

を整備する 

●公共交通ネットワークの形成 

（湖東圏域公共交通活性化協議会を実施主体とする予約型乗

合タクシーの運用により、交通弱者対策を推進） 
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エ 環境・賑わい 

温室効果ガスの排出抑制のため、環境に優しい公共交通の利用促進と、まちなかの交通渋滞緩和や

公共交通利用者の誘導対策等が挙げられています。 

分類 市町 項目 主な取組／施策 

環境 

彦根 
低炭素社会・循環

型社会の構築 

●環境に配慮した行動・活動の推進 

（「COOL CHOICE」や「しが CO2 ネットゼロムーブメント」

の実現に向けた取組） 

愛荘 
循環型社会の 

形成 

●環境にやさしい暮らしの推進 

（温室効果ガスの排出を抑制するため、公共交通機関や自転

車の利用を啓発） 

賑わ

い 

彦根 
世界遺産登録の

推進 

●交通渋滞緩和のための各種事業 

（公共交通機関の利用促進策および近隣市町と連携した市

外駐車場の利用促進／市内の交通状況や駐車場予約シス

テムなどの情報発信 等） 

●観光客の受け入れ対策事業 

（都市交通マスタープランに示す城内観光駐車場の段階的

な移設とトランジットモール化への取組） 

愛荘 観光まちづくり 

●観光受入環境等の整備 

（周遊しやすい環境整備に向けた二次交通や周遊向けのア

クセス手段の確立） 

多賀 中心市街地 

●中心市街地の魅力の向上 

（公共交通利用者の誘導など、交通拠点と中心市街地のネッ

トワークの強化を図る） 
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（２）各市町における土地利用計画での位置づけ 

ア 湖東圏域における都市計画マスタープラン 

＜彦根市都市計画マスタープラン（平成 29年３月）＞【改訂作業中】 

まちづくりの目標として、「都市や地域の特性に応じた効率的なまちづくり」や「多様な人の交流に

よる賑わいに満ちたまちづくり」などを掲げ、「多極集約・連携型のコンパクトシティの実現」をまち

づくりの目指す姿として位置付けています。 

まちづくりの

目標 

○都市や地域の特性に応じた効率的なまちづくりを目指します 

○多様な人の交流による賑わいに満ちたまちづくりを目指します 

○歴史文化や自然を受け継ぐ責任のあるまちづくりを目指します 

将来の都市 

構造の考え方 

○主要な都市機能を適切な位置に集約配置 

○交通のネットワーク、水・緑のネットワークを維持充実 

○良好な自然的環境や都市的環境が実感できる土地利用を誘導 

公共交通など

の整備方針 

○自動車利用から公共交通利用へのシフトチェンジを目指して、公共交通による

「公共交通基幹軸」「公共交通支援軸」「公共交通支援エリア」などを位置づけ、

行政、住民、事業者の協力・連携による公共交通の維持や充実に必要な取組を進

める 

○「路線バスの拡充と機能向上」「パーク・アンド・バスライド駐車場の整備とシャ

トルバスの導入」「交通環境のバリアフリー化」「交通結節点の整備」「利用者と

公共交通事業者の対話機会の創出（公共交通への愛着の醸成）」など、ハードと

ソフトの両面からの取組を検討 

将来都市 

構造図 
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＜愛荘町都市計画マスタープラン（令和５年３月）＞ 

まちづくりの基本目標の１つとして、「地域交通が充実した誰もが快適に過ごせるまち」を掲げ、段

階的な道路・交通体系の確立、交通結節点の充実や歩行者・自転車に配慮した道路空間の創出などを

目指し、まとまりある市街地等や公共交通が充実した都市構造の形成を推進しています。 

道路・交通分

野の都市づく

りの基本方針 

○交流の基盤となる道路網の整備 

○慢性的な交通渋滞の緩和への対策 

○快適な歩行者・自転車空間の形成とまちなかウォーカブルの推進 

○誰もが利用しやすい公共交通ネットワークの強化、形成 

都市施設整備

の方針 

○拠点連携型のまちづくりを支える道路・交通体系の構築 

○地域活性化の基盤となる道路整備 

○人にやさしい移動環境の形成 

○地域公共交通の維持と利便性の向上 

施設の方針 

＜鉄道＞ 

○近江鉄道線及び駅の維持・継続に関係機関とともに取り組み、地域公共交通を活

かしたまちづくり、観光振興等に取り組む 

○近江鉄道愛知川駅において、駅前環境整備を推進 

＜路線バス、予約乗合タクシー＞ 

○町域を通過する路線バスの維持・継続の要望 

○予約型乗合タクシーの効率運行や利便性向上に向けた運行形態の改善・継続 

＜次代見据えた公共交通ネットワークの検討＞ 

○公共交通の維持・活性化に向けた MaaS や自動運転等の新技術導入、地域の支え

合いによる移動支援の展開などについての検討 
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＜多賀町都市計画マスタープラン・国土利用計画（令和３年３月）＞ 

広域的に進められる都市整備などもうまく活用し、町で培われた深い自然・風土・歴史を継承しな

がらも、まちの営みがバランスよく調和しながら、将来に向けて持続するまちを目指すものとします。 

空間づくりの

基本方針 

○骨格を作る自然・田園環境の保全と利活用を図る 

○機能や土地利用を調和させ秩序立てて配置する 

○住み・働く魅力を高め、活力や暮らしの向上につなげる 

○安全・安心で暮らしやすい基盤を維持する 

○集落自治を支える協働のまちづくりに取り組む 

まちの構造の

考え方 

○彦根都市圏内で機能分担を図りつつ、コンパクトな中心拠点とネットワークによ

る「多核連携型都市構造」を形成 

交通の方針 

○「湖東圏域地域公共交通網形成計画」に基づく公共交通優先のまちづくりを進め、

鉄道・バスによるサービス水準の確保を目指すとともに、愛のりタクシーによる

確保を目指し、拠点間の円滑な接続を図る 

○河川沿いなどを結び景観などを楽しめる歩行者・自転車等のネットワークの充実

を図る 

将来都市 

構造図 
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＜甲良町都市計画マスタープラン（平成 31年３月）＞ 

湖東定住自立圏での広域的な都市機能と連携した生活しやすいまちづくりや、高齢者や子育て世代

などが生活の満足感を得ることができるソフト施策の整ったまちづくりを目指しています。 

まちづくりの

目標 

○少子高齢化社会へ対応したまちづくり 

○若者の定住促進のためのまちづくり 

○ひとの賑わいをつくるまちづくり 

○人と豊かな自然環境とが共生できるまちづくり 

○広域連携に配慮したまちづくり 

○ハード・ソフト分野が連携したまちづくり 

将来の地域 

構造の考え方 

○町内から周辺地域への交通ならびに通過交通と域内交通を整序するため、広域交

通軸と地域交通軸の２つの交通軸を位置づけ 

○本町の自然環境の保全・再生を展開していくため、町域を大きく３つの区域に区

分して、それぞれに水の環境域、山の環境域、農の環境域を位置づけ 

○２つの交通軸と３つの環境域を地域基盤として、まちづくりの機能の集積・強化

を図る拠点と、機能の維持・充実・活用を図るエリアを位置づけ 

交通施設整備

の方針 

○近江鉄道本線の近代化設備の整備や、駅舎や駐車場などの適正な維持管理を図る 

○びわこ京阪奈線（仮称）鉄道構想の推進 

○現在運行している予約型乗合タクシー（愛のりタクシー）の拡充やタウンバスな

どの新たな運行などについて検討 

○湖国バス甲良線の西明寺までの延伸などの検討を進め、町民や観光客の利用促進

を図る 

将来地域 

構造図 
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＜豊郷甲良都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（令和２年３月）＞ 

過度な自動車利用を抑えた低炭素社会を実現させるため、居住の適切な誘導および人口減少社会の

課題である持続可能な都市運営の確保に向け、公共・公益施設等をはじめとした各拠点を繋ぐ道路や

公共交通の施策（コンパクト・プラス・ネットワーク）の考え方を取り入れたまちづくりを目指して

います。 

基本理念 

○都市機能の集約化とコンパクト・プラス・ネットワークの考え方を取り入れたま

ちづくり 

○広域連携のもとでの定住のまちづくり 

○暮らしを支えるまちづくり 

○自然環境と調和したまちづくり 

○歴史・文化資源を活かしたまちづくり 

○安全・安心なまちづくり 

主要な施設の

配置、整備の

方針（鉄道・

バス等） 

○近江鉄道の持続的発展など鉄道・バス等の公共交通機関の確保・維持・利便性向

上を促進するとともに、その利用を支援する駅舎や駐輪場の適正な維持管理を図

る 

○びわこ京阪奈線（仮称）鉄道構想の推進を図る 

○路線バスの拡充やデマンドタクシー等により、公共交通網の整備を図る 

将来都市 

構造図 
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イ 湖東圏域における都市交通マスタープラン 

＜彦根市都市交通マスタープラン（令和６年３月）【改訂作業中】＞ 

クルマに過度に頼らない都市交通の構築のため都市交通マスタープランにおいては、基本方針の１

つとして、コンパクトなまちへの転換を支える充実した公共交通環境の構築を掲げています。「都市

間・地域間を結ぶ公共交通網の充実」「交通結節点の機能強化」「持続可能な公共交通の実現に向けた

利用促進策の充実」の３つを基本戦略に位置づけ、「コンパクトなまちへの転換を支える充実した公

共交通環境の構築」を目指すこととしています。 
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ウ 湖東圏域における立地適正化計画 

＜彦根市立地適正化計画（平成 30年３月）＞【改訂作業中】 

多極集約・連携型の都市づくりの方針として、「伝統と革新で未来を紡ぐ都市 ～駅を中心とした新

しい生活空間の創造～」を掲げ、５つの基本方針に基づいて持続可能な都市の実現に取り組みます。 

＜多極集約・連携型の都市づくりの基本方針＞ 

方針① 都市核における、都市機能の充実した市街地の形成 

彦根駅や南彦根駅周辺の都市核では、多世代の人々が暮らしやすい環境を確保するために、都市機能の充

実した市街地の形成に取り組みます。 

方針② 旧城下町等の中心市街地における、「21 世紀型城下町」の創造 

旧城下町等の中心市街地では、学生や移住者、観光客も惹きつける魅力的な「21 世紀型城下町」の創造

に取り組みます。さまざまな取り組みを通じて新しい生活空間の創造を目指します。 

方針③ 地域核における、利便性の高い市街地の形成 

日常生活の拠点となる地域核では、多世代の人々が歩いて暮らせるような利便性の高い市街地の形成に

取り組みます。 

方針④ 安心して生活できる居住環境の形成 

拠点と公共交通で結ばれている沿道地域では、まちの歴史性を背景に、災害に強く安心して暮らせる居住

環境の形成に取り組みます。 

方針⑤ 充実した公共交通環境の構築 

自動車に過度に頼ることなく生活できるようなコンパクトな都市への転換を支える、充実した公共交通

環境の構築を目指します。 

図 3-1 彦根市立地適正化計画における誘導区域図  
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＜愛荘町立地適正化計画（令和５年 10月）＞ 

まちづくりの方針として「①安全・快適に暮らせる居住地の形成」「②町民の暮らしの質を高める拠

点の形成」「③すべての人が快適に移動できる公共交通ネットワークの維持・充実」を掲げ、課題を解

決するための施策・誘導方針等を設定しています。 

＜公共交通に関する施策＞ 

① 多様な移動ニーズへの対応 

予約型乗合タクシーの多様なニーズに対応した路線・ダイヤの見直し等／地域コミュニティ等が運営す

る送迎サービスや新たな交通システムの導入・支援に向けた調査・検討 

② 交通結節点の機能充実 

交通結節点における待合環境の充実、MaaS を見据えた検討／愛知川駅周辺の環境整備 

③ 公共交通の利用促進 

モビリティ・マネジメントの推進／公共交通に関する広報や利用者ニーズの把握／移動制約者への支援

方策の検討 

都市機能誘導区域及び居住誘導区域が愛知川駅および愛知川庁舎周辺、秦荘庁舎周辺の２箇所に指

定されています。 

 

図 3-2 愛荘町立地適正化計画における誘導区域図  
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（３）関連する地域公共交通計画での位置づけ 

ア 近江鉄道沿線地域公共交通計画（令和３年 10 月） 

近江鉄道沿線地域の持続的な発展に向け、近江鉄道線を中心とした沿線地域における地域公共交通

の骨格的な計画として、地域公共交通ネットワークの構築や施策が位置付けられています。なお、作

成主体は、滋賀県および沿線市町で、近江鉄道株式会社をはじめとする関係諸団体等と構成する近江

鉄道沿線地域公共交通再生協議会により、策定されています。 

 

基本方針 指標 

１．近江鉄道線を再生・活性化する 

○近江鉄道線の利用者数 

（定期・定期外・全体） 

○近江鉄道線の鉄道事業の営業収支・自

治体負担額 

２．近江鉄道線の二次交通を充実する 
○近江鉄道線駅に接続するバス・デマン

ド型交通路線全体の利用者数 

３．近江鉄道沿線のまちづくりを進め、地域

を活性化する ○沿線市町の自動車の交通手段分担率 

○通学において「自動車（家族による送

迎）」を使う割合 

○近江鉄道線利用者の利用満足度 

４．関係者が連携・協働して地域公共交通の

利用を促進する 

５．ＩＣＴ等の活用により多様なニーズに

対応する 
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目指すべき姿を実現するための施策 

 

  事業欄の赤太字は重点事業、斜字は再掲事業 
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第４章 湖東圏域における公共交通の現状 

（１）目標指標の達成状況による整理 

湖東圏域地域公共交通網形成計画（平成 29年３月）で設定した目標指標の達成状況から、現状と課

題を整理します。 

 

表 4-1 目標値の達成状況 

 現状 目標値 実績値 

鉄道各駅の利用者増加 

（ＪＲ、近江鉄道） 

年間 

911万人 

年間 

915万人 

年間 

785万人（R3年度） 

自動車交通手段分担率の抑制 
（H27年調査） 

69％ 

69％より抑制を

目指す 

（R5年調査） 

76％ 

各路線バスの利用者数増加 年間 76万人 年間 76万人 年間 72万人 

乗合タクシーの乗合率向上 1.4人/便 1.8人/便 1.5人/便 

公共交通に対する満足度向上
（アンケートで「満足」「やや満

足」との回答割合） 
37％ 40％以上 33％ 
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ア 鉄道各駅の利用者の推移（ＪＲ、近江鉄道） 

（ア）ＪＲ 

圏域内の JR の利用者は、令和元年度まで年々増加していましたが、コロナ禍が始まった令和

２年度に減少しています。しかし、令和３年度には微増しており、コロナ禍の終息とともにある

程度までは今後利用者数の増加が想定されます。 

 

 

図 4-1 湖東圏内の JR駅の１日平均乗車数 

図 4-2 湖東圏内の JR駅の各駅別年間乗車数 
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（イ）近江鉄道 

圏域内の近江鉄道の利用者は、令和元年度まで年々増加していましたが、コロナ禍が始ま

った令和２年度に大きく減少しています。しかし、令和４年度まで増加傾向となっており、

コロナ禍の終息とともに利用者数の増加が想定されます。 

図 4-3 湖東圏内の近江鉄道駅の１日平均乗車数 

図 4-4 湖東圏内の近江鉄道駅の駅別年間乗車数 
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イ 自動車交通手段分担率の抑制 

湖東圏域の公共交通に関するアンケート調査における自動車交通の分担率は、平成 30 年と令和

５年を比較すると 69％から 76％に増加しており、目標（69％より抑制）を達成できませんでした。

増加要因としては、コロナ禍の影響による自動車利用の拡大が考えられます。 

※令和５年のアンケート調査の実施時期は５月上～中旬であり、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが

季節性インフルエンザなどと同じ「５類」に移行した時期（令和５年５月８日）である。 

 

 

図 4-5 湖東圏内の自動車分担率 

 

 

ウ 各路線バスの利用者数増加 

湖東圏域の路線バスの利用者数は、平成 28年度～令和元年度は目標値（年間 76万人）を超過

していましたが、コロナ禍が始まった令和２年度に減少し、目標を達成できませんでした。しか

し、令和２年度以降は増加傾向で、コロナ禍の終息とともに増加が想定されます。 

 

 

図 4-6 湖東圏域の路線バスの利用者数 
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エ 乗合タクシーの乗合率向上 

乗合タクシー「愛のりタクシー」の乗合率は、令和元年度に 1.58人/便まで増加しましたが、コ

ロナ禍が始まった令和２年度に減少し、目標値（1.8人/便）を達成できませんでした。しかし、令

和２年度以降は増加傾向で、コロナ禍の終息とともに増加が想定されます。 

 

図 4-7 乗合タクシーの乗合率 

 

オ 公共交通に対する満足度向上 

湖東圏域の公共交通に関するアンケート調査における満足度（「大いに満足である」「やや満足度

である」の合計）は、平成 30 年と令和５年を比較すると、37％から 33％に減少しており、目標値

（40％以上）を達成できませんでした。 

 

図 4-8 湖東圏域内の公共交通の満足度 
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参考① 路線バスの経常損益・収支状況 

路線バスの経常損益は、平成 30年度までは－150百万円前後で推移していましたが、令和元年度

に損失が拡大し、令和４年度にかけて減少しています。収支率は、コロナ禍が始まった令和２年度

に大きく低下しましたが、令和３年度から令和４年度に大きく増加しています。 

 

図 4-9 湖東圏域内の路線バスの経常損益・収支状況 

 

参考② 乗合タクシーの経常損益・収支状況 

乗合タクシーの経常損益は、サービスの拡大とともに増加しており、令和４年度は約－85百万円

強となっています。収支率は 20％前後で推移しています。 

 

図 4-10 乗合タクシーの経常損益・収支状況 

  

-1
2

7
.5

0
 

-1
3

7
.0

0
 

-135.91 

-143.24 

-128.45 

-158.35 

-160.11 

-164.60 

-163.63 

-1
5

2
.6

7
 

-1
5

8
.1

2
 

-1
7

2
.2

2
 

-1
9

8
.5

8
 

-1
9

4
.0

2
 

-1
8

2
.13

 

-170.26 

4
3

.9
4

%

4
1

.2
0

%

3
7

.5
4

%

3
4

.7
5

%

3
7

.2
9

%

3
3

.0
0

%

3
2

.7
2

%

3
3

.2
1

%

3
4

.7
5

%

3
7

.2
1

%

3
8

.2
4

%

3
7

.7
1

%

3
3

.4
1

% 2
6

.6
4

%

2
8

.0
1

%

3
4

.8
3

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-250

-200

-150

-100

-50

0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

経常損益(百万円） 収支率

経
常
損
益

（百
万
円
）

収
支
率

-2
.6

0
 

-6
.5

0
 

-1
7

.8
2

 

-3
0

.3
5

 

-4
1

.2
2

 

-4
6

.6
9

 

-5
0

.0
3

 

-4
7

.2
2

 

-5
2

.6
4

 

-5
9

.7
5

 

-7
9

.1
7

 

-7
3

.8
7

 

-7
7

.2
3

 

-8
6

.2
5

 

2
8

.65
%

2
7

.2
1

%

2
3

.59
%

2
2

.9
3

%

21.28%

22.49%

2
2

.65
%

2
2

.6
4

%

2
2

.4
5

%

2
1

.7
4

%

1
7

.9
0

%

14.94%

15.39%

15.56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

経常損益(百万円） 収支率

経
常
損
益

（
百
万
円
）

収
支
率



33 

（２）各種施策の実施状況による整理 

これまで、湖東圏域において地域公共交通網形成計画に基づき実施されてきた公共交通活性化策の

進捗状況を整理すると下記のとおりであり、多くの事業が進捗していますが、一部の施策において達

成状況が期待どおり進捗できていない事業もあり、本計画で見直しが必要と考えられます。 

 

達成状況の凡例：◎：よくできた（当初想定の 80％以上は実施）、○：概ねできた（当初想定の 50～80％程度は実施）、 

△：あまりできなかった（当初想定の 50％未満の実施 
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1
安全輸送設備の整備（線路設備や電路設備、信号
保安設備等の更新、防護設備の整備等）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
各市町から近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会を通じて安
全輸送設備の整備に関する負担金を支出

2
利便性の向上（近江鉄道相互や他交通機関との乗
継改善、駅の利用環境の改善等）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
たが3路線やあいしょう2路線は近江鉄道駅のダイヤに合わせ
て、時刻表を見直し接続を改善

3
地域連携による取組（商店街等の連携、ノーマイ
カーデーの徹底、観光施設とのタイアップ、潜在
利用者への働きかけ）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
「お～み満喫パス」で近江鉄道と湖国バス等が1日乗り放題の
企画切符を販売し、沿線の観光施設や店舗での特典を付与
近江鉄道のイベントにおいて公共交通の利用促進を実施

4
マイレール意識の醸成：（MM、通勤利用の拡大、
学校行事等ので活用）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
毎年、彦根市内の小学校にて、近江鉄道や路線バスの乗り方
講座や公共交通の必要性を学ぶ授業を開催し、公共交通利用
へのきっかけ作りを実施

5 彦根駅を起点とするコミュニティバス路線の再編 ○ ○ ○ ◎
限られた資源（運転手、車両）の中で、路線や系統の統廃合
や愛のりタクシーへの移管等、輸送や車両運用の効率化を図
り、コミュニティバス路線の再編を実施

6 観光系統とコミュニティバスを含めた再編 ○ ○ × △
観光系統（ご城下巡回バス）と日常生活路線である他路線と
の重複解消や共存を模索したが、実施には至っていない

通学需要（高校・大学）に
対応した路線・ダイヤ編成

7
JR等利用による登下校需要（高校・大学）に対応
した路線バスの路線・ダイヤ編成

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
学生利用が多い南彦根県立大学では、JRとの乗り継ぎがス
ムーズによるように毎年、JRダイヤ改正に合わせてダイヤ改
正や道路交通状況に応じた時分の見直しを実施

8 通勤・帰宅時のダイヤ改善・充実 ○ ○ ○ ○ ○ ◎
通勤時間帯（朝、夕）でJR駅に接続するダイヤの改善を毎年
実施し、通勤需要に対応

9
多賀線、ブリジストン線での接続改善、通勤時の
公共交通需要喚起

○ ○ ○ ○ ○ ◎
多賀線、ブリジストン線を統合して系統を整理することで、
輸送の効率化を図り、かつ通勤時間帯（朝、夕）でJR南彦根
駅に接続するダイヤの改善を毎年実施し、通勤に対応

中山間地域など著しく乗車
密度の低いバス路線の見直
し

10
乗車密度1.0前後の路線における、ルート・ダイヤ
の再編、デマンドタクシーへの移管

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

著しく乗車密度が低かった路線を対象として、河瀬線と萱原
線はルートを再編し需要が多い区間のみ存続（路線名称変
更）させ、旭森線、大君ヶ畑線は愛のりタクシーへ移管する
ことで、バス路線の見直しを実施

11 南彦根ベルロード線の改正・運行本数増回等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
利用が少ない総合運動場経由を廃止し、京橋口、滋賀大口を
経由させ市街地の回遊性向上を図るとともに、土日の運行本
数の増便を実施

12 主要拠点駅での 全バスのパターンダイヤ接続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
利用者が最も多い三津屋線ではJR彦根駅での接続を考慮した
パターンダイヤを実施したが、他路線では資源（運転手、車
両）の制約により未実施

13
需要等を勘案した運行本数増加による待ち時間の
短縮、利便性向上

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
三津屋線や平田線（新規）で需要に応じた運行本数の増加に
より待ち時間の短縮を図れたが、資源（運転手、車両）の制
約により未実施

14 路線バスの一体的な再編による見直し ○ ○ ○ ○ ○ ○ × △
ご城下巡回バスは運行主体の部署が異なり、彦根港シャトル
バスは民間による運行であることから見直しが難しく、未実
施

15
彦根IC周辺のP＆R駐車場整備、シャトルバスの運
行

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

平成29年度～令和元年度、令和3～4年度の5カ年（令和2年度
は新型コロナウィルス感染症拡大の影響で中止、各年度の春
や秋の数日間）で彦根IC周辺にP&BR駐車場を整備し、シャト
ルバス運行の社会実験を実施

16
点在する各観光地における需要に応じた公共交通
アクセスの検討

○ ○ ○ ○ ○ ○ × △
湖東三山は愛のりタクシーによりアクセスが可能で、路線バ
スを導入するほどの需要が見込めないことから未実施

老朽化したバス車両の更新
とノンステップバス化

17 低床ノンステップバスの導入 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
車両の更新時期が到来したバス車両は、更新に合わせてノン
ステップバスへの移行を実施

安定輸送のための人材の確
保

18 安定輸送のための乗務員の募集の取組等 ○ ○ ○ ○ ○ ○
各HPや車内・車外の公告掲載等により、交通事業者による乗
務員の募集は随時行っていたが、乗務員不足は継続

19 「愛のりタクシー」の継続運行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
湖東圏域内15路線の愛のりタクシーは、年末年始を除き、継
続に運行を実施

20
「愛のりタクシー」の乗合率向上に向けた取組、
ダイヤの適正化、既存路線バスとの役割分担の検
討

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
乗合率向上を図るために複数人予約割引を導入するととも
に、出前講座にてあいのりタクシーをＰＲ・周知。路線バス
の廃止区間は愛のりタクシーへ移管する等、役割を明確化

21
主要拠点駅での 全バスのパターンダイヤ接続（再
掲）

22 近江鉄道と「愛のりタクシー」との接続改善 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

愛のりタクシーの多くはJR駅との接続を重視しており、JRお
よび近江鉄道の両方の接続改善は難しいものの、たが3路線や
あいしょう2路線は近江鉄道駅のダイヤに合わせて、時刻表を
見直し接続を改善

23
主要バス停における路線バスと予約型乗合タク
シーとの接続改善

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

路線バスと愛のりタクシーとの乗り継ぎを想定している主要
バス停で乗り継ぎ可能なダイヤに改善。路線バス甲良線と愛
のりタクシー萱原線・大君ヶ畑線は富之尾停留所、路線バス
平田線と愛のりタクシー日夏線・亀山線は南彦根駅西口で接
続を改善

安定輸送のための人材の確
保（再掲）

24

事業概要
整理
番号

施策項目分野
実施の
有無

達成状
況

実施主体

鉄道ダイヤに合わせたバス
ダイヤの最適化

路線バス

鉄道

実施内容・実績・効果
※取組の要点、未実施の理由、また、実績や効果、課題など

フォローアップ現計画の内容（H29.3時点）

近江鉄道線の安全輸送・利
用向上に向けた設備投資、
ダイヤ等サービス改善、利
用促進の取組

彦根市中心部におけるバス
路線再編

通勤需要に対応したバス路
線再編

乗合タク
シー

観光地としての魅力増大に
貢献するためのバス路線・
ダイヤの見直し

フィーダー路線としての愛のりタク

シー運行

需要に合わせた運行ダイヤの適正化

と持続的な運行継続

バスとの競合の見直しによる運営の

安定化

鉄道・バスと乗合タクシー
との乗換利便性向上
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25 鉄道駅での掲示・サイン等の改善 ○ ○ ○ ◎
JR彦根駅、JR南彦根駅では乗り場案内、時刻表、路線図、お
得な情報等の掲示を行い、かつ路線バスのダイヤ改正に合わ
せて毎年情報板を更新

26 バス停の位置及び名称の分かりやすさ向上 ○ ○ ○ ○
自治体、警察、道路管理者等で構成されるバス停留所安全性
確保合同検討会にて確認された安全対策が必要と考えられる
停留所一覧をもとに、随時バス停の位置を変更

27 案内所等における公共交通情報提供の充実 ○ ○ ○ ○
鉄道駅や病院等で公共交通情報の掲示板やパンフレットを据
え置き、利用者へ公共交通情報を提供

28 バスロケーションシステムの導入 ○ ○ ○ ◎
湖東圏域内で運行する路線バスの位置を地図上で表示させ
る、路線バス位置情報表示システム「バスここクル」を導入

29
主要バス停、スマートフォン及びＰＣにおけるバ
ス運行情報等の情報提供

○ ○ ○ ◎
路線バス位置情報表示システム「バスここクル」では、路線
バスの経路、バス停位置だけでなく、リアルタイムな運行情
報を提供

30
JR彦根駅、南彦根駅構内及び主要施設におけるバ
ス時刻表掲示

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
JR彦根駅、JR南彦根駅、彦根市立病院で時刻表、路線図、お
得な情報等の掲示を行い、かつ路線バスのダイヤ改正に合わ
せて毎年情報板を更新

31 多くの乗降が見込めるバス停の上屋整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × △
新たな上屋整備については実施できていないが、駅の再整備
計画に併せて継続して検討

32
停留所の位置変更、分かりやすい停留所名への変
更

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自治体、警察、道路管理者等で構成されるバス停留所安全性
確保合同検討会にて確認された安全対策が必要と考えられる
停留所一覧をもとに、随時バス停の位置を変更

乗換運賃割引の継続と利用
促進（再掲）

33

34 乗継割引の継続、周知・ＰＲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
路線バス同士の乗継割引や、路線バスと愛のりタクシーの乗
継割引を路線バス総合時刻表、愛のりタクシーのパンフレッ
トに記載し周知・PRを実施

35
新たな乗継割引、割引運賃、企画切符発行等の研
究

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

路線バス「青春フリー定期券」の愛のりタクシーたがへの拡
大利用、路線バス同士や路線バスと愛のりタクシーの乗継割
引、愛のりタクシーの複数人予約割引（ふく割）等の運賃施
策を展開

36 ICカードの導入に向けた検討 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
湖東圏域内の路線バスにはICカード（ICOCA）を導入し、通
勤・通学定期券や青春フリー定期券もICOCAに切替を実施

P＆R駐車場の設置（再掲） 37 　
彦根駅、南彦根駅の待合室等のバス待

ち環境整備（再掲）
38

紙媒体での情報提供、総合
時刻表の作成・配布

39
路線図・時刻表、公共交通マップ、乗り方ガイ
ド、パンフレット等の作成・配布

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

毎年、路線バス総合時刻表や愛のりタクシーのパンフレット
を作成し、湖東圏域内に全戸配布。愛のりタクシーの乗り方
案内パンフレットも作成し、出前講座で使用。また、路線バ
スの再編や愛のりタクシーへの移管の際は、地元説明用の再
編内容や変更内容を説明した資料を作成して配布

40 地域バスポータルサイトの設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
彦根市HP内に路線バスや愛のりタクシーの時刻表、路線図、
パンフレットを全て公開し、運行事業者へのリンクも設置。

41 携帯電話でのバス乗換検索のPR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × △
バスの乗換検索が可能な既存の検索サイトを更新する予定で
あったが、コンテンツプロバイダーの普及にともない、コン
テンツプロバイダーへ情報を提供し移行

42 コンテンツプロバイダーへの情報提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
路線バスはNAVITIMEやGoogle等のコンテンツプロバイダーへ
情報を提供。また、愛のりタクシーはWEB上で予約が可能な
「コンビニクル」を運行

43 バスロケーションシステムによる運行情報の情報提供（再掲）

44 公共交通のブランド化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
予約型乗合タクシーを「愛のりタクシー」として、魅力ある
名称にしているものの、路線バスを含めた公共交通全体のブ
ランド化に至っていない

45 居住者向けMMの実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛のりタクシーの紹介や利用方法を説明するために地区、自
治会、老人クラブ等の団体を対象に毎年、出前講座を実施
し、車からの転換を促進。ただし、MMの要素が少ないのが課
題

46 職場向けMMの実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × △ 公共団体職員や主な企業を対象としたMMは実施できていない

47 学校向けMMの実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
毎年、彦根市内の小学校にて、近江鉄道や路線バスの乗り方
講座や公共交通の必要性を学ぶ授業を開催し、公共交通利用
へのきっかけ作りを実施

48 公共交通ニューズレターの発行等による情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
毎年、10月と3月に公共交通ニューズレターを発行。ニュー
ズレターには再編・改正内容の案内、公共交通イベントの案
内、利用状況の報告等の情報を発信

49 公共交通利用者への特典付与の協力を呼びかけ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ICOCAを導入した際に、利用額1,001円以上に対し10%が付与
されるサービスを開始し、路線バス総合時刻表でも情報提
供。また、「お～み満喫パス」で近江鉄道と湖国バス等が1日
乗り放題の企画切符を販売し、沿線の観光施設や店舗での特
典を付与

50
沿線イベントでの公共交通説明会の開催、チラ
シ・ポスターでのPR

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

交通安全フェア、近江鉄道ありがとうフェスタ（ガチャフェ
ス）、キャラ博等のイベントにおいて、バス車両の展示、公
共交通のパネル展示、クイズラリー、路線バス折り紙の配布
等を行い、公共交通の周知・PRと利用促進策を実施

51 意見交換会やWS、出前講座等を通じたPR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
地区、自治会、老人クラブ等の団体を対象に毎年、出前講座
を通じて、路線バスや愛のりタクシーに関する意見の収集お
よび公共交通のPRを実施。

事業概要
整理
番号

施策項目分野
実施の
有無

達成状
況

実施主体

実施内容・実績・効果
※取組の要点、未実施の理由、また、実績や効果、課題など

フォローアップ現計画の内容（H29.3時点）

駅周辺におけるバス運行情
報提供

WEB／携帯での情報提供イン
ターネット検索システム

かしこいクルマの使い方を
考えるプロジェクト

地域、企業、商業施設等と
の連携、各種利用促進・PR

MM、情報
提供、利
用促進の
取組

乗換利便
性向上、
運賃施策

駅・主要バス停における待
合環境向上

利用しやすい運賃施策の展
開



35 

（３）湖東圏域の公共交通に関するアンケート調査による住民ニーズの把握 

ア 調査目的 

地域公共交通計画を検討する上で、今後の公共交通サービスのあり方の基礎資料とすることを目的

として、１市４町の湖東圏域居住者を対象としたアンケート調査を実施しました。アンケート調査で

は、住民の日頃の移動について、利用する交通機関やその頻度、目的、出発地・目的地等を把握する

とともに、公共交通に関する評価やニーズを把握し、併せて、ある特定の一日（平日）の移動状況を

調査するパーソントリップ調査を実施しました。 

 

イ 調査対象及び配布数 

住民基本台帳から下表のとおり、各市町在住の満 18 歳以上を無作為抽出しました。統計学上に必

要なサンプル「384 サンプル」（次頁参照）を確保しつつ、平成 27 年度に実施した回収率を参考とし

て設定しました。また、１市４町の人口比率で配布数を按分すると、豊郷町、甲良町、多賀町のサン

プルが極端に少なくなることから、各町で 100サンプルを確保できるように配布枚数を設定しました。 

パーソントリップ調査票は、抽出した個人に加え、同居の家族も調査対象とし、アンケート調査票

に３枚を同封して発送しました。 

 

【アンケート調査票】 

 

注１）滋賀県が公表している「滋賀県住民基本台帳人口」（令和 4 年 1 月 1 日現在）の「日本人」

を使用 

  

R4.1.1時点注1）

世帯数 人口
彦根市 47,118 109,151 3,800 760 20.0%
愛荘町 7,832 20,401 700 140 20.0%
豊郷町 2,926 7,032 500 100 20.0%
甲良町 2,570 6,616 500 100 20.0%
多賀町 2,861 7,481 500 100 20.0%
合計 63,307 150,681 6,000 1,200 20.0%

配付数
（枚）

回収数
（想定）

回収率
（想定）
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＜湖東圏域内の人口に対する必要なサンプル数＞ 

下記に示す算定式を用いて、湖東圏域内の１市４町の 150,681人に対する必要なサンプル

数を算出します。 

一般的に許容誤差５％、信頼度 95％で統計上で十分に意味を持つと言われていることか

ら、湖東圏域においても許容誤差５％、信頼度 95％で必要なサンプル数を算出すると、「384

サンプル」となります。 

 

n：必要なサンプルサイズ (人) 

N：母集団の規模 (人)＝150,681 

z：信頼水準（信頼度）＝1.96（95％の場合） 

p：回答比率 (％：小数点表記)=0.5 

  ※必要な調査対象者数が最大となる 0.5に設定 

e：許容誤差 (%：小数点表記)＝0.5 

 

ウ 調査機関 

発送日 ：令和５年４月 28日（金）、５月１日（月） 

調査期間：令和５年５月８日～５月 19日 

 

エ 調査方法 

各世帯に依頼文・アンケート調査票（アンケート調査票１通、パーソントリップ調査票３通）を郵

送配布し、郵送回収しました。また、配布した調査票に QRコードを記載し、webでも回答出来るよう

に webページを開設し、紙面アンケート調査票と回答を併せて集計しました。 
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オ 調査項目 

調査項目はアンケート調査票とパーソントリップ調査票に分けて、以下に示します。 

 

【アンケート調査票】 

日頃の移動について 

交通機関の利用頻度 

JR 琵琶湖線の利用頻度 

近江鉄道線（電車）の利用頻度 

路線バスの利用頻度 

愛のりタクシーの利用頻度 

自家用車の利用頻度 

通勤通学での移動 交通手段の利用状況 

公共交通について 
公共交通への評価 

公共交通の利用促進に向けた必要な施策 

個人属性 
年齢／主な外出目的／郵便番号／自動車保有台数／ 

免許の有無／自由に使える車の有無 

自由意見 公共交通の利用促進に向けた取組 

 

【パーソントリップ調査票】 

平日の 1 日の動き 
について 

各移動（トリップ）の出発地・目的地 

各移動について 

移動の目的 

利用した交通手段 

鉄道利用の場合、最初と最後の駅 

個人属性 
年齢／主な外出目的／郵便番号／免許の有無／ 

自由に使える車の有無 

 

カ 回収状況 

アンケート調査票については、郵送回収 1,072 件、web 回答 129 件の計 1,201 件の回収、パーソン

トリップ調査については、郵送回収 1,868件、web 回答 173件の計 2,041件でした。 

 

配付数 

（枚） 

回収数（枚） 
回収率 

紙 web 合計 

5,980 1,072 129 1,201 20.1％ 

※住所不明で戻ってきたものを除く 

※5/26 時点でのアンケート調査回収分（パーソントリップ調査は含んでいない） 

 

キ 依頼文及び調査票 

実際に配布した依頼文、調査票を次頁以降に示します。 
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ク 日頃の交通機関の利用状況 

(a) 交通機関の利用頻度 

① JR琵琶湖線 

・「ほとんど利用していない」が 561件で 48.7％と最も多く、次いで「年に数回程度」が 394件で

34.2％、「月に１～２回程度」が 113件で 9.8％と続いています。 

 
【令和 5 年調査】 【平成 27 年調査】 

 

  

 

 

 

② 近江鉄道線 

・「ほとんど利用していない」が 1004件で 87.8％と最も多く、次いで「年に数回程度」が 116件

で 10.1％、「月に１～２回程度」が 14件で 1.2％と続いています。 

 
【令和 5 年調査】 【平成 27 年調査】 

 

  

 

 

  

週５日以上

51件

4.4%

週に３～４回程度

13件 1.1% 週に１～２回程度

20件 1.7%

月に１～２回程度

113件 9.8%

年に数回程度

394件

34.2%

ほとんど利用

していない

561件

48.7%

週５日以上

5件 0.4%

週に３～４回程度

3件 0.3%

週に１～２回程度

2件 0.2%

月に１～２回程度

14件 1.2%

年に数回程度

116件 10.1%

ほとんど利用

していない

1004件

87.8%

週５日以上

50件
4.6%

週に３～４回程度

18件
1.7%

週に１～２回程度

34件
3.2%

月に１～２回程度

165件
15.3%

年に数回程度

380件
35.3%

ほとんど利用して

いない

431件
40.0%

週５日以上

3件
0.3%

週に３～４回程度

2件
0.2%

週に１～２回

程度

6件
0.6%

月に１～２回程度

16件
1.5%

年に数回程度

119件
11.1%

ほとんど利用して

いない

926件
86.4%
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③ 路線バス 

・「ほとんど利用していない」が 1022件で 89.4％と最も多く、次いで「年に数回程度」が 79件で

6.9％、「月に１～２回程度」が 25件で 2.2％と続いています。 

 
【令和 5 年調査】 【平成 27 年調査】 

  

  

 

 

 

 

④ 愛のりタクシー 

・「ほとんど利用していない」が 1090件で 95.4％と最も多く、次いで「年に数回程度」が 36件で

3.1％、「月に１～２回程度」が 12件で 1.0％と続いています。 

 
【令和 5 年調査】 【平成 27 年調査】 

 

  

 

 

 

 

 

  

週５日以上

2件 0.2%

週に３～４回程度

4件 0.3%

週に１～２回程度

11件 1.0%

月に１～２回程度

25件 2.2%

年に数回程

度 79 6.9%

ほとんど利用

していない

1022件

89.4%

週５日以上

1件 0.1%

週に３～４回程度

2件 0.2%

週に１～２回程度

2件 0.2%

月に１～２

回程度

12件 1.0%
年に数回程度

36件 3.1%

ほとんど利用して

いない

1090件 95.4%

週５日以上

6件
0.6%

週に３～４回程度

9件
0.8%

週に１～２回程度

18件
1.7%

月に１～２回程度

30件
2.8%

年に数回程度

93件
8.6%

ほとんど利用して

いない

922件
85.5%

週に３～４回程度

1件
0.1%

週に１～２回程度

8件
0.7%

月に１～２回程度

9件
0.8%

年に数回程度

19件
1.8%

ほとんど利用して

いない

1034件
96.5%
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⑤ 自家用車 

・「週５日以上」が 740件で 62.4％と最も多く、次いで「週に３～４回程度」が 170件で 14.3％、

「週に１～２回程度」が 154件で 13.0％と続いています。 

 
【令和 5 年調査】 【平成 27 年調査】 

 

  

 

 

  

週５日以上

740件

62.4%

週に３～４回程

度 170件 14.3%

週に１～２回程度

154件 13.0%

月に１～２回程度

52件 4.4%

年に数回程度

21件 1.8%
ほとんど利用していない

49件 4.1%

週５日以上

697件
62.6%

週に３～４回程度

134件
12.0%

週に１～２回程度

94件
8.4%

月に１～２回程度

23件
2.1%

年に数回程度

8件
0.7%

ほとんど利用して

いない

158件
14.2%
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(b)通勤通学について 

① 通勤通学先 

・湖東圏域内では「彦根市高宮町」や「彦根市八坂町」、「愛荘町愛知川」、「彦根市平田」が多く、

湖東圏域外では「東近江市」「長浜市」「近江八幡市」が多くなっています。 

・滋賀県外の「京都府」「大阪府」へも通勤通学している人が存在しています。 

 
【滋賀県外】 【彦根市（湖東圏域内）】 

  

【滋賀県内の湖東圏域外】 

 

 

  

字名 件数 字名 件数

彦根市高宮町 45 彦根市地蔵町 2

彦根市八坂町 16 彦根市正法寺町 2

彦根市平田町 12 彦根市和田町 2

彦根市（町字不明） 11 彦根市甘呂町 2

彦根市川瀬馬場町 9 彦根市開出今町 2

彦根市馬場 8 彦根市須越町 2

彦根市松原町 8 彦根市鳥居本町 2

彦根市西今町 8 彦根市西葛籠町 2

彦根市後三条町 7 彦根市南川瀬町 2

彦根市岡町 7 彦根市野口町 2

彦根市小泉町 7 彦根市清崎町 2

彦根市元町 6 彦根市肥田町 2

彦根市東沼波町 6 彦根市田原町 2

彦根市宮田町 6 彦根市本庄町 2

彦根市佐和町 5 彦根市駅東町 2

彦根市竹ケ鼻町 5 彦根市河原 1

彦根市日夏町 5 彦根市芹橋 1

彦根市大東町 4 彦根市新町 1

彦根市立花町 4 彦根市芹中町 1

彦根市大薮町 4 彦根市城町1丁目 1

彦根市古沢町 4 彦根市里根町 1

彦根市西沼波町 4 彦根市芹町 1

彦根市京町 3 彦根市野田山町 1

彦根市中央町 3 彦根市野瀬町 1

彦根市金亀町 3 彦根市金剛寺町 1

彦根市原町 3 彦根市犬方町 1

彦根市森堂町 3 彦根市賀田山町 1

彦根市彦富町 3 彦根市太堂町 1

彦根市服部町 3 彦根市安食中町 1

彦根市旭町 2 彦根市三津町 1

彦根市銀座町 2 彦根市金沢町 1

彦根市本町 2 彦根市野良田町 1

彦根市長曽根町 2 彦根市稲枝町 1

彦根市外町 2 彦根市稲里町 1

彦根市安清町 2 彦根市石寺町 1

彦根市芹川町 2 彦根市田附町 1

小計 277

府県名 件数

京都府 11

大阪府 5

愛知県 3

福井県 1

小計 20

市町名 件数

東近江市 52

長浜市 23

近江八幡市 23

米原市 19

大津市 18

草津市 17

野洲市 6

栗東市 5

日野町 4

守山市 2

甲賀市 2

湖南市 2

竜王町 2

高島市 1

小計 176
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【愛荘町（湖東圏域内）】 【甲良町（湖東圏域内）】 

  

【豊郷町（湖東圏域内）】 【多賀町（湖東圏域内）】 

  

  

字名 件数

愛荘町（町字不明） 17

愛荘町愛知川 13

愛荘町長野 4

愛荘町市 3

愛荘町常安寺 2

愛荘町蚊野 1

愛荘町松尾寺 1

愛荘町上蚊野 1

愛荘町島川 1

愛荘町香之庄 1

愛荘町蚊野外 1

愛荘町中宿 1

愛荘町豊満 1

愛荘町東円堂 1

小計 48

字名 件数

甲良町在士 6

甲良町（町字不明） 6

甲良町尼子 4

甲良町金屋 2

甲良町北落 1

甲良町池寺 1

甲良町長寺 1

甲良町横関 1

小計 22

字名 件数

豊郷町八目 4

豊郷町（町字不明） 4

豊郷町沢 3

豊郷町石畑 2

豊郷町四十九院 1

豊郷町安食西 1

豊郷町安食南 1

豊郷町大町 1

豊郷町高野瀬 1

豊郷町吉田 1

豊郷町八町 1

小計 20

字名 件数

多賀町（町字不明） 14

多賀町多賀 9

多賀町中川原 6

多賀町敏満寺 6

多賀町四手 5

多賀町富之尾 3

多賀町栗栖 2

多賀町久徳 1

多賀町川相 1

多賀町藤瀬 1

多賀町萱原 1

多賀町佐目 1

小計 50
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【全回答（滋賀県外・滋賀県内の湖東圏域外・湖東圏域内の町字別）】 

 府県名・市町名（湖東圏域外）

・字名（湖東圏域内
件数

府県名・市町名（湖東圏域外）

・字名（湖東圏域内
件数

府県名・市町名（湖東圏域外）

・字名（湖東圏域内
件数

東近江市 52 甲良町尼子 4 彦根市芹中町 1

彦根市高宮町 45 彦根市京町 3 彦根市城町1丁目 1

長浜市 23 彦根市中央町 3 彦根市里根町 1

近江八幡市 23 彦根市金亀町 3 彦根市芹町 1

米原市 19 彦根市原町 3 彦根市野田山町 1

大津市 18 彦根市森堂町 3 彦根市野瀬町 1

草津市 17 彦根市彦富町 3 彦根市金剛寺町 1

愛荘町（町字不明） 17 彦根市服部町 3 彦根市犬方町 1

彦根市八坂町 16 愛荘町市 3 彦根市賀田山町 1

多賀町（町字不明） 14 豊郷町沢 3 彦根市太堂町 1

愛荘町愛知川 13 多賀町富之尾 3 彦根市安食中町 1

彦根市平田町 12 愛知県 3 彦根市三津町 1

彦根市（町字不明） 11 彦根市旭町 2 彦根市金沢町 1

京都府 11 彦根市銀座町 2 彦根市野良田町 1

彦根市川瀬馬場町 9 彦根市本町 2 彦根市稲枝町 1

多賀町多賀 9 彦根市長曽根町 2 彦根市稲里町 1

彦根市馬場 8 彦根市外町 2 彦根市石寺町 1

彦根市松原町 8 彦根市安清町 2 彦根市田附町 1

彦根市西今町 8 彦根市芹川町 2 高島市 1

彦根市後三条町 7 彦根市地蔵町 2 愛荘町蚊野 1

彦根市岡町 7 彦根市正法寺町 2 愛荘町松尾寺 1

彦根市小泉町 7 彦根市和田町 2 愛荘町上蚊野 1

彦根市元町 6 彦根市甘呂町 2 愛荘町島川 1

彦根市東沼波町 6 彦根市開出今町 2 愛荘町香之庄 1

彦根市宮田町 6 彦根市須越町 2 愛荘町蚊野外 1

野洲市 6 彦根市鳥居本町 2 愛荘町中宿 1

甲良町在士 6 彦根市西葛籠町 2 愛荘町豊満 1

甲良町（町字不明） 6 彦根市南川瀬町 2 愛荘町東円堂 1

多賀町中川原 6 彦根市野口町 2 豊郷町四十九院 1

多賀町敏満寺 6 彦根市清崎町 2 豊郷町安食西 1

彦根市佐和町 5 彦根市肥田町 2 豊郷町安食南 1

彦根市竹ケ鼻町 5 彦根市田原町 2 豊郷町大町 1

彦根市日夏町 5 彦根市本庄町 2 豊郷町高野瀬 1

栗東市 5 彦根市駅東町 2 豊郷町吉田 1

多賀町四手 5 守山市 2 豊郷町八町 1

大阪府 5 甲賀市 2 甲良町北落 1

彦根市大東町 4 湖南市 2 甲良町池寺 1

彦根市立花町 4 竜王町 2 甲良町長寺 1

彦根市大薮町 4 愛荘町常安寺 2 甲良町横関 1

彦根市古沢町 4 豊郷町石畑 2 多賀町久徳 1

彦根市西沼波町 4 甲良町金屋 2 多賀町川相 1

日野町 4 多賀町栗栖 2 多賀町藤瀬 1

愛荘町長野 4 彦根市河原 1 多賀町萱原 1

豊郷町八目 4 彦根市芹橋 1 多賀町佐目 1

豊郷町（町字不明） 4 彦根市新町 1 福井県 1

合計 613
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② 普段利用する交通手段（複数回答） 

・自家用車利用が約 8割と大半を占め、路線バスの利用は 1割も満たしていません。 

 

  

 

  

13.2%

1.3%

2.5%

0.7%

0.0%

0.7%

77.2%

4.1%

2.0%

13.2%

4.6%

12.1%

1.9%

1.3%

0.0%

0.2%

0.3%

78.2%

5.6%

1.9%

7.8%

6.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ＪＲ

近江鉄道

路線バス

企業学校等の送迎バス

愛のりタクシー

タクシー（愛のりタクシーを除く）

車を自分で運転

車に乗せてもらう

原付／バイク

自転車

徒歩のみ

H27

R5

約 8割 

1割未満 
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③ ②で鉄道を利用するとお答えの方のご利用の駅 

・「河瀬駅」が 24.4％と最も多くなっており、次いで「彦根」が 19.5％、「稲枝」が 18.3％となっ

ています。 

 

 
 

③ ②で鉄道を利用するとお答えの方の駅から通勤・通学の乗車する時刻 

・「７時台」が 36件で 49.3％と最も多く、次いで「６時台」が 16件で 21.9％、さらに「８時台」

が 14件で 19.2％となっており、6～7時台で約 7割を占めています。 

 

【令和 5 年調査】 【平成 27 年調査】 

 

  

 

 

1.2%

19.5%

17.1%

24.4%

18.3%

6.1%

0.0%

0.0%

1.2%

0.0%

1.2%

0.0%

3.7%

1.2%

0.0%

3.7%

1.2%

1.2%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

米原

彦根

南彦根

河瀬

稲枝

能登川

米原（近江鉄道）

フジテック前

鳥居本

彦根（近江鉄道）

ひこね芹川

彦根口

高宮

尼子

豊郷

愛知川

スクリーン

多賀大社前

その他

６時台

16件

21.9%

７時台

36件

49.3%

８時台

14件

19.2%

９時台

6件

8.2%

１０時台 1件 1.4%

６時台

18件
23.4%

７時台

43件
55.8%

８時台

8件
10.4%

９時台

4件
5.2%

１０時台

1件
1.3%

１１時台

2件
2.6%

１２時台

1件
1.3%
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④ ②で鉄道を利用するとお答えの方の帰宅時の駅に到着する時刻 

・「19時台」が 20件で 27.0％と最も多く、次いで「18時台」が 16件で 21.6％、さらに「17時

台」が 12件で 16.2％となっており、18～20時台で約 6割を占めています。 

 
【令和 5 年調査】 【平成 27 年調査】 

 

  

 

 

⑤ ②で鉄道を利用するとお答えの方の自宅から最寄り駅までの交通手段（複数回答） 

・「徒歩のみ」が 33.3％（27件）と最も多いですが、次いで「車を自分で運転」が 28.4％（23

件）、「車に乗せてもらう」が 21.0％（17件）と続き、自動車の利用が約 5割となっています。 

 

 

 

 

１２時台 1件 1.4%

１３時台 1件 1.4% １４時台 1件 1.4%

１５時台 3件 4.1%

１６時台 1件

1.4%

１７時台

12件

16.2%

１８時台

16件

21.6%

１９時台

20件

27.0%

２０時台

9件 12.2%

２１時台

4件 5.4%

２２時台

6件 8.1%

－（H27調査ではなし）

1.3%

6.3%

0.0%

0.0%

38.0%

19.0%

3.8%

22.8%

27.8%

4.9%

3.7%

2.5%

1.2%

1.2%

28.4%

21.0%

2.5%

17.3%

33.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ＪＲ

近江鉄道

路線バス

愛のりタクシー

タクシー（愛のりタクシーを除く）

車を自分で運転

車に乗せてもらう

原付／バイク

自転車

徒歩のみ

H27

R5

７時台

1件
1.3%

８時台

2件
2.7%

９時台

2件
2.7%

１０時台

2件
2.7%

１１時台

1件
1.3%

１３時台

1件
1.3%

１６時台

1件
1.3%

１７時台

7件
9.3%

１８時台

19件
25.3%

１９時台

12件
16.0%

２０時台

16件
21.3%

２１時台

5件
6.7%

２２時台

5件
6.7%

２３時台

1件
1.3%

約 5割 
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ケ 湖東圏域の公共交通について 

(a) 公共交通に対する評価 

・「分からない」が 434件で 39.2％と最も多く、次いで「やや不満である」が 274件で 24.8％、さ

らに「やや満足である」が 182件で 16.5％と続いています。 

 
【令和 5 年調査】 【平成 27 年調査】 

  

  

 

 

○「分からない」と回答した人を除いた場合 

・「やや不満である」が 40.8％を占め最も多く、次いで「やや満足である」が 27.1％、さらに「大

いに不満である」が 26.0％と、公共交通に対する評価は低くなっています。 

 

【令和 5 年調査】 【平成 27 年調査】 

 

  

 

 

「分からない」と回答した人を除き、下記の配点にて得点化した場合、 

平均点は 2.1 点 

「大いに満足である」＝4点、「やや満足である」＝3 点 

「やや不満である」＝2点、「大いに不満である」＝1点 

 

  

大いに満足である

41件 3.7%

やや満足で

ある

182件 16.5%

やや不満で

ある

274件

24.8%

大いに不満

である

175件

15.8%

分からない

434件

39.2%

大いに満足である

41件 6.1%

やや満足で

ある

182件 27.1%

やや不満で

ある

274件

40.8%

大いに不満

である

175件

26.0%

大いに満足である

26件
2.5%

やや満足である

208件
19.9%

やや不満である

243件
23.3%

大いに不満である

149件
14.3%

分からない

419件
40.1%

大いに

満足である

26件
4.2%

やや満足である

208件
33.2%

やや不満である

243件
38.8%

大いに不満

である

149件
23.8%
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(b) 公共交通に必要だと思う施策（複数回答） 

・「鉄道との乗り継ぎをよくする」が 37.0％（413件）と最も多く、次いで「運賃の割引・フリー

きっぷなどの発行」が 34.6％（387件）、さらに「バスの運行本数を増やす」が 32.7％（365

件）と続いています。 

 

 

 

コ 属性（アンケート調査） 

(a) 年齢 

・「70歳代」が 289件で 24.1％と最も多く、次いで「60歳代」が 208件で 17.4％、「50歳代」が

197件で 16.5％と続いています。 

 
【令和 5 年調査】 【平成 27 年調査】 

  

 
 

 

28.6%

38.6%

－（H27調査ではなし）

42.1%

6.2%

19.1%

22.0%

22.1%

39.9%

－（H27調査ではなし）

21.6%

19.1%

37.0%

27.0%

32.7%

3.8%

12.5%

11.5%

13.6%

34.6%

21.4%

17.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

駅やバス停留所での路線案内や時刻案内を分かりやすくする

鉄道との乗り継ぎをよくする

バスの路線を増やす

バスの運行本数を増やす

バスを時刻表通りに運行する

段差の少ないバスなど、乗り降りがしやすい車両を導入する

公共交通の時刻表や行き先の情報を分かりやすくし各戸に配布する

バス停留所に屋根や椅子を設ける

運賃の割引・フリーきっぷなどの発行

愛のりタクシーの停留所を増やす

その他

H27

R5

10歳代 17件 1.4%

20歳代 63件 5.3%

30歳代

102件

8.5%

40歳代

159件 13.3%

50歳代

197件

16.5%

60歳代

208件

17.4%

70歳代

289件

24.1%

80歳以上

162件

13.5%

１０代

8件
0.7%

２０代

69件
6.0%

３０代

136件
11.7%

４０代

148件
12.8%

５０代

177件
15.3%

６０代

299件
25.8%

７０歳以上

321件
27.7%
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(b) 主な外出目的 

・「通勤」が 569件で 48.2％と最も多く、次いで「買い物」が 290件で 24.6％、さらに「通院」が

234件で 19.8％と続いています。 

 

 
 

 

(c) 自動車の保有状況 

・「それぞれ自分の車がある」が 829件で 70.0％と最も多く、次いで「家族で車を共有している」

が 244件で 20.6％、「車を保有していない」が 112件で 9.5％と続いています。 

 

 
 

 

 

  

通勤

569件

48.2%

通学

19件

1.6%

通院

234件

19.8%

買い物

290件

24.6%

その他

68件

5.8%

それぞれ自分の

車がある

829件

70.0%

家族で車を共

有している

244件

20.6%

車を保有し

ていない

112件

9.5%
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(d) 免許の有無 

・「自動車運転免許」が 86.4％（1025件）と最も多く、次いで「持っていない」が 13.0％（154

件）、「二輪免許・原付き免許」が 11.2％（133 件）と続いています。 

 

 
 

 

 

  

84.3%

20.7%

13.4%

86.4%

11.2%

13.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自動車運転免許

二輪免許・原付き免許

持っていない H27

R5
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第５章 地域公共交通の役割と課題整理 

（１）地域公共交通の役割 

１） 地域公共交通の役割と位置付け 

湖東圏域内の地域公共交通は広域幹線、地域内幹線、支線、各市町の個別輸送の 4つに分類するこ

とができます。それぞれの分類ごとに、公共交通の役割・位置づけを以下に整理しました。 

 

表 5-1 地域公共交通の役割と位置付け（１） 

分類 
公共交通

の種類 
系統 役割・位置付け 確保・維持策 

広域幹線 
ＪＲ 

近江鉄道 

JR 琵琶湖線 

近江鉄道本線 

多賀線 

●湖東圏域と近隣市を結ぶだけ

でなく、これを補完するための

湖東圏域内の市町間を結び、広

域ネットワーク軸を担う 

●交通事業者と協議した上で、現

在のサービスレベルを確保・維

持 

地域内 

幹線 

路線バス 

（9 路線） 

三津屋線 

城北・大藪線 

甲良線 

角能線 

●彦根駅～中心市街地～彦根ニ

ュータウン（パリヤ）、河瀬駅～

甲良町・多賀町富之尾、能登川

駅～愛荘町を結び、基幹ネット

ワーク軸を担う 

●交通事業者と連携した利用の

向上や運行の効率化を図る 

●三津屋線は終日 30 分間隔、角

能線は終日 60 分間隔、城北・

大藪線と多賀線は朝夕 60 分間

隔、昼間 60～120 分間隔のサー

ビスレベルを確保・維持 

南彦根県立大学線 

多賀線 

●彦根駅～多賀町、南彦根駅～滋

賀県立大学、南彦根駅～多賀町

を結び、通勤・通学支援軸を担

う 

●交通事業者と連携した利用の

向上や運行の効率化を図る 

●南彦根県立大学線は 15～30 分

間隔、多賀線は朝夕 30 分、昼

間 60 分間隔の現在のサービス

レベルを確保・維持 

南彦根 

ベルロード線 

平田線 

●湖岸道路沿い、彦根駅～南彦根

駅～河瀬駅（彦根市平田地区・

河瀬地区）を結び、生活支援軸

を担う 

●交通事業者と連携した利用の

向上や運行の効率化を図り、60

～120分間隔の現在のサービス

レベルを確保・維持 

稲枝循環線 ●稲枝駅～稲枝地区を結び、生活

支援軸を担う 

●交通事業者と連携した利用の

向上や運行の効率化を図り、現

在のサービスレベル（朝・夕の

運行）を確保・維持 

支線 

（地域内 

フィーダー

系統） 

愛のり 

タクシー 

（15 路線） 

とりいもと 

 小野線 

 宮田線 

 山手線 

●彦根市鳥居本地区（中山間地）

や原町、松原町等の交通空白地

域と湖東圏域内の主要拠点を

結び、生活交通を担う 

●交通事業者と連携して乗合率

向上のための運賃施策を継続

し、地元要望を踏まえ利便性の

向上を図る 

●60 分間隔の現在のサービスレ

ベルを確保・維持 

●地域公共交通確保維持事業（地

域内フィーダー系統確保維持

費国庫補助金）を活用し、持続

可能な運行を目指す 

いなえ 

 石寺線 

 新海浜線 

●彦根市稲枝地区や豊郷町の交

通空白地域と湖東圏域内の主

要拠点を結び、生活交通を担う 

かわせ 

 日夏線 

 河瀬東・豊郷線 

 亀山線 

●彦根市河瀬地区や豊郷町の交

通空白地域と湖東圏域内の主

要拠点を結び、生活交通を担う 

まつばら 

 松原線 

●彦根市松原町の交通空白地域

と湖東圏域内の主要拠点を結

び、生活交通を担う 
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表 5-2 地域公共交通の役割と位置付け（２） 

分類 
公共交通

の種類 
系統 役割・位置付け 確保・維持策 

支線 

（地域内 

フィーダ

ー系統） 

愛のり 

タクシー 

（15 路線） 

あいしょう 

 金剛輪寺線 

 愛荘西部線 

●愛荘町や豊郷町の交通空白地

域と湖東圏域内の主要拠点を

結び、生活交通を担う 

●交通事業者と連携して乗合率

向上のための運賃施策を継続

し、地元要望を踏まえ利便性の

向上を図る 

●60 分間隔の現在のサービスレ

ベルを確保・維持 

●地域公共交通確保維持事業（地

域内フィーダー系統確保維持

費国庫補助金）を活用し、持続

可能な運行を目指す 

こうら 

 甲良線 

●甲良町や彦根市地蔵町、東沼波

町等の交通空白地域と湖東圏

域内の主要拠点を結び、生活交

通を担う 

たが 

 河内線 

 大君ヶ畑線 

 萱原線 

●多賀町（中山間地）や彦根市高

宮町等の交通空白地域と湖東

圏域内の主要拠点を結び、生活

交通を担う 

各市町の

個別輸送 

タクシー 

●広域幹線や地域内幹線、支線の

公共交通を支援し、個別ニーズ

に応じた生活交通を担う 

●運転手の人材確保を行い、営業

所やタクシー車両を維持 

共助・ 

互助交通 

自治会互助交通

（愛荘町） 

●各町内の交通空白地域と町内

の主要拠点を結び、高齢者の外

出支援を担う 

●特定の移動者に対し、継続的な

支援を行い、持続可能な運行を

目指す すまいるたうん

ばす 

（豊郷町） 

外出支援福祉有

償運送（甲良町） 

その他 
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図 5-1 湖東圏域の路線バスネットワーク（令和 5年 4月現在） 
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図 5-2 湖東圏域の愛のりタクシーネットワーク（令和 5年 4月現在） 
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２） 地域公共交通が果たすべき役割 

地域公共交通の利用者は多岐に渡り、地域公共交通に果たす役割も様々なものが考えられますが、

特に公共交通が必要と思われる属性ごとに、それぞれ公共交通が果たすべき役割を以下に整理しまし

た。 

○：役割、→：課題 

高齢者福祉  通勤利用 

○高齢者・車を持たない方の移動手段の確保 

→今はクルマを運転できるが、将来は移動困

難者となる可能性が高い。 

→健康増進、介護予防などの観点から、公共交

通整備による外出機会の創出が必要。 

○公共交通の利用を促すことによる事故リス

クの軽減 

→高齢ドライバーの増加、運動機能の低下に

よる交通事故を防ぐため公共交通への利用

促進が重要。 

 ○過度のクルマ利用の抑制による交通渋滞・

ＪＲ駅へのアクセス集中による交通混雑 

→道路整備だけでは必ずしも渋滞解消にはつ

ながらない。公共交通と自動車交通のベス

トミックスが必要。ＪＲ駅への送迎車両の

アクセス集中による駅前の交通混雑も課

題。 

○従業地・工業団地への通勤手段の確保 

→近隣都市からの通勤需要に対応した公共交

通が必要。 

   

通学利用  観光利用 

○雨天・積雪時における自転車利用の代替 

○学校または最寄り駅への送り迎えの負担軽

減と皆で乗り合うことによる公共マナー向

上への寄与 

→公共交通利用による保護者の送迎負担軽

減、事故リスクの軽減が求められる。 

 ○彦根城付近の駐車場不足と慢性的な交通渋滞 

→歩く＋自転車＋公共交通を使った観光周遊

によるさらなる賑わい向上が求められる。 

○近江鉄道線を活用した多賀大社周辺の観光促進  

→観光施策と連携し、上下分離方式に移行す

る近江鉄道線の利用促進が求められる。 

  

 地域社会への影響・効果 

 ○まちの賑わい創出、中心市街地活性化 

○環境負荷の軽減、交通事故減少等 

→公共交通沿線の移動環境向上による定住促

進を通じて人口減少の歯止めとすることが

必要。 
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（２）湖東圏域における交通の問題点 

ＪＲ琵琶湖線が湖東圏域とそれ以外の交通輸送を主に担っており、引き続き多くの輸送量があり

ます。ＪＲ駅はいずれも彦根市内にあるため、圏域内の他町からＪＲへのアクセス交通が問題とな

ります。公共交通としてはバスがありますが、その利用率は少なく、一方で駅までの自家用車での

送り迎え（いわゆるキス・アンド・ライド）または駅前の廉価な駐車場の利用が主となっているこ

とから、環境負荷の増大や駅前の交通混雑が懸念されるところです。 

近江鉄道線については、湖東圏域相互間や近江八幡市、東近江市方面や米原市方面との接続を担

っておりますが、平成 28 年度(2016 年度)に近江鉄道㈱から滋賀県及び沿線市町に対し、今後民間

企業の経営努力による事業継続が困難であるとの説明があったことを受け、近江鉄道線の今後のあ

り方にかかる検討が始まり、「公有民営」方式による上下分離により、近江鉄道線を全線にわたり存

続していく方針が合意され、近江鉄道沿線地域公共交通計画が策定されたところです。 

一方、彦根市及び隣接市町を結ぶバス路線については、これまでの地域公共交通網形成計画や再

編実施計画に基づくバス路線再編等の取り組みが進められていますが、コロナ禍により利用者数が

大きく減少しているほか、公共交通サービスに対して満足している住民は限られており、住民のニ

ーズに応じた見直しが必要です。加えて、かねてよりバス運転士の不足が叫ばれる状況が続いてい

る中、2024年度より自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が改正され、自動車運転者の長

時間労働など労働環境の改善がなされることとなりました。これにより、労働者の過重な労働時間

や運転疲労の軽減が期待されますが、同時に運行スケジュールの調整や人員の確保に課題が生じる

可能性もあるため、路線のさらなる減便などが懸念されるため、これを克服するための公共交通の

持続のあり方を検討することが必要です。 

いわゆる公共交通空白地域においては、予約型乗合タクシー「愛のりタクシー」の導入を進めて

いますが、引き続き、車を持たない方や自ら運転ができない方に対する取組として持続可能な対応

が必要です。 

自動車交通については、国道８号の朝夕や観光期等を中心とした慢性的な交通渋滞が課題となっ

ており、定時性に優れた公共交通の利用促進による渋滞解消と圏域全体の移動円滑化が課題となっ

ています。 

 

交通課題  

⚫ 公共交通サービスに対する住民満足度の低下 

⚫ 交通に対するニーズと提供サービスの不整合 

⚫ 駅周辺のパーク・アンド・ライド、キス・アンド・ライドによる交通渋滞 

⚫ 基幹交通（ＪＲ）とバス・予約型乗合タクシーとの接続が弱い 

⚫ 通勤時や観光シーズンにおける交通渋滞 

⚫ 非クルマ利用者の交通手段の確保（高齢者等） 

⚫ 病院・商業施設への交通の確保 

⚫ 鉄道・バス・予約型乗合タクシーの持続的な運行継続 
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表 5-3 湖東圏域の交通の現況と課題 

 既存の公共交通など 
地域公共交通網形成計画の 

策定時（平成 29 年３月） 
現在の課題 

（まちづくりの観点・交通の観点） 

彦
根
市 

ＪＲ琵琶湖線／近江鉄道本

線 

路線バス（企業路線＋コミバ

ス） 

愛のりタクシー 

・通勤時・観光期を中心に

市街地、国道８号、彦根

ＩＣ、駅周辺付近等で渋

滞が発生、バス定時性の

低下 

・中心市街地の空洞化と賑

わい喪失 

・鉄道・バスのスムーズな

乗換が必要 

・市内各方面から市立病院

へのアクセスが必要 

・市内通学における交通手

段の確保 

・市街地の観光周遊時にお

ける移動手段の利便性向

上 

左欄に加えて 

・ＪＲ新快速の減便による

通勤・通学利便性の低下 

・近江鉄道線の持続的な経

営継続（上下分離）と官

民あげての利用促進 

・彦根城周辺地域における

観光期の混雑緩和、観光

周遊の円滑化 

愛
荘
町 

近江鉄道愛知川駅 

路線バス角能線 

愛のりタクシー 

自治会互助交通 

通学・通園バス 

企業送迎バス 

交通運賃補助（高齢者・障が

い者にタクシー運賃助成） 

・通勤時等における国道８

号において渋滞が発生 

・湖東三山（金剛輪寺）等

の観光資源への公共交通

が未発達 

・企業送迎や駅前駐車場の

存在による交通渋滞とバ

ス利用の低迷 

左欄に加えて 

・近江鉄道線の持続的な経

営継続（上下分離）と官

民あげての利用促進 

・路線バス角能線の運行維

持及び利用促進 

豊
郷
町 

近江鉄道豊郷駅 

愛のりタクシー 

すまいるたうんばすの運行 
（高齢者・障がい者が無料で乗

車できる町内循環バス。町所有

の車両で町内全域を網羅） 

・通勤時等における国道８

号において渋滞が発生 

・すまいるたうんばすは

「福祉輸送的」性格であ

り、利用対象者限定 

左欄に加えて 

・近江鉄道線の持続的な経

営継続（上下分離）と官

民あげての利用促進 

 

甲
良
町 

近江鉄道尼子駅 

路線バス甲良線 

愛のりタクシー 

外出支援福祉有償サービス

の実施（高齢者・障がい者を対

象に、圏域内医療施設まで 300～

500 円で１カ月に 10 回まで） 

・ＪＲ線（河瀬駅）、近江

鉄道とのアクセス向上 

・湖東三山（西明寺）等の

観光資源への公共交通が

未発達 

・外出支援福祉有償サービ

スは利用者限定 

・甲良南部工業団地（仮

称）へのアクセス確保 

左欄に加えて 

・近江鉄道線の持続的な経

営継続（上下分離）と官

民あげての利用促進 

・路線バス甲良線の運行維

持及び利用促進 
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 既存の公共交通など 
地域公共交通網形成計画の 

策定時（平成 29 年３月） 
現在の課題 

（まちづくりの観点・交通の観点） 

多
賀
町 

近江鉄道多賀線 

路線バス多賀線、甲良線 

愛のりタクシー 

萱原・大君ケ畑方面からの

通学高校生への通学支援
（愛のりタクシー） 

通学バス（小・中学校） 

・工業団地への従業員の通

勤手段確保 

・多賀大社前駅におけるバ

ス＝鉄道間の接続 

・中学生のバス通学手段確

保 

・中山間地における外出機

会の増加 

左欄に加えて 

・近江鉄道線の持続的な経

営継続（上下分離）と官

民あげての利用促進 

・多賀大社前駅および多賀

町役場における各交通機

関の接続 

・中山間地における移動手

段の確保 

・高校生等の通学手段の確

保 

・既存交通機関の補完とし

ての交通の確保 
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第６章 基本的な方針 

（１）地域が目指すべき将来像 

国における地域公共交通計画の策定趣旨や各市町の上位関連計画・公共交通の現状等を踏まえ、湖東圏域における地域公共交通の目的及び目指すべき将来像を下記の通り示します。 
 

【土地利用の核計画における湖東圏域の主な課題】 

・高齢社会を見据えた都市構造の見直し 

・周辺都市との交通ネットワークの強化 

・湖東定住自立圏を活かしたまちづくり 

・鉄道駅周辺などを中心とし、多様な都市機能の集約化とコンパクトな市街

地の形成 

・通勤や通学、日常生活に重要な役割を担う、鉄道やバスなどの公共交通機

関の活用 

・少子高齢化への対応 

・既存ストックを有効に活用したソフト施策（ＴＤＭ施策）も含む都市交通

施策への転換 

・公共交通の利用促進やユニバーサルデザイン等による利便性の向上 

 

【土地利用の各計画における方向性】 

●多極集約・連携型のコンパクトシティの実現（彦根市） 

多極集約・連携型の都市づくりに向け、都市核での都市機能が充実した

市街地形成、中心市街地における「21世紀型城下町」の創造、地域核で

の歩いて暮らせるまちづくり、拠点と公共交通で結ばれている沿道地域、

充実した公共交通環境の構築を目指します。 

●立地適正化計画（愛荘町） 

すべての人が快適に移動できる公共交通ネットワークの維持・充実を図

りながら、コンパクトなまちづくりを目指しています。 

●コンパクトな中心拠点とネットワークによる「多核連携型都市構造」（多賀町） 

拠点となる中心拠点～地域拠点～山間集落の連携を図り、広域連携軸と

して、名神高速道路や彦根都市圏内や隣接都市と接続する交通ネットワー

クを活用し、町の活力を高め、持続的な土地利用を図っていきます。 

●幹線道路を軸として、まちづくりの拠点や保全エリアを設定（甲良町） 

自動車交通による交通軸と３つの環境域を地域基盤として、まちづくり

の拠点、機能の維持・充実・活用を図るエリアを設定しています。 

●各拠点を繋ぐ道路や公共交通の施策の考え方を取り入れたまちづくり（甲良町・豊郷町） 

豊郷甲良都市計画 都市計画区域においては、土地利用の方針として、

都市機能の集約化とコンパクト・プラス・ネットワークの考え方を取り入

れたまちづくりが示されています。 

     

 【本地域公共交通計画における基本的な考え方】 

●地域公共交通の目的 

・住民や観光客、通勤客、学生などの活動を支え、まちに賑わいを与える公共交通【活性化】 

・交通事故防止など安全な移動を支える公共交通【安全】 

・交通渋滞の緩和など環境に優しい公共交通【環境】 

・高齢者や移動困難・制約者の外出機会を増加させる公共交通【福祉・健康】 

・近畿大都市圏とのアクセス性を高め、交流を生み出す公共交通【交流】 

●まちづくりと連携した公共交通の活性化及び再生に関する基本方針 

公共交通は道路・水道などと同様、住民の安全・安心・快適な生活を支える重要な社会資本であり、まちづくりの重

要な装置と位置付け、コンパクトな土地利用と連携したネットワーク化により、機能強化を図ることとします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

広域ネットワーク軸：広域移動を支えるネットワーク軸 

基幹ネットワーク軸：住民、観光客など、多様な利用目的に対応

する基幹軸 

通勤・通学支援軸：通勤・通学移動の利便性を優先的に考慮し

た支援軸 

生活移動支援軸：住民の移動手段を確保するための路線を維

持する支援軸 

賑わい高度サービスエリア：中心市街地において高度な交通サ

ービスを提供するエリア 

交通弱者対策エリア：上記以外の地域は予約型乗合タクシー

「愛のりタクシー」にて面的にカバーする 



65 

（２）都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携その他の持続可能な地域公共交通網の形成に際し配慮すべき事項 

彦根市においては、立地適正化計画において、都市機能誘導区域及び居住誘導区域を下記の通り定めています。 

【都市づくりの基本方針】 

 

 

 ■都市機能誘導区域 

（１）都市機能誘導区域 

・都市機能誘導区域設定の考え方は下記の通りで、面積は約 217ha（市街化区域の約８％）になります。 

区域 区域の考え方 概ねの面積 

彦根駅周辺 ・彦根駅から半径 800ｍの範囲に加えて、バス路線の結節点となってい

る銀座バス停から半径 300ｍの範囲において区域を設定する。 

・スーパーや医療施設の立地状況をふまえ、主に商業系用途地域に指

定されている範囲を中心として区域を設定する。 

約 114ha 

南彦根駅周辺 ・南彦根駅から半径 800ｍの範囲において、都市再生整備計画区域やス

ーパーや医療施設（特に病院）の立地状況、用途地域の指定状況を

ふまえて区域を設定する。 

約 72ha 

河瀬駅周辺 ・河瀬駅から半径 300ｍの範囲に加えて、既存の生活利便施設の立地状

況をふまえて区域を設定する。 
約 18ha 

稲枝駅周辺 ・稲枝駅から半径 300ｍの範囲に加えて、既存の生活利便施設の立地状

況をふまえて区域を設定する。 
約 13ha 

（２）誘導施設 

・都市機能誘導区域に誘導する誘導施設は下記の通りです。 

 彦根駅周辺 南彦根駅周辺 河瀬駅周辺 稲枝駅周辺 

日常生活 

サービス機能 

①商業施設 

②診療所 

③社会福祉施設 

④子育て支援施設 

⑤金融機関 

①商業施設 

②診療所 

③社会福祉施設 

④子育て支援施設 

⑤金融機関 

①商業施設 

②診療所 

③社会福祉施設 

④子育て支援施設 

⑤金融機関 

①商業施設 

②診療所 

③社会福祉施設 

④子育て支援施設 

⑤金融機関 

高次都市機能 ⑥公共施設 

⑦大規模店舗 

⑧病院 

 

⑦大規模店舗 

⑧病院 

⑨文化・スポーツ交

流施設 

・なし ・なし 

※上記の他、彦根駅周辺、南彦根駅周辺に、観光交流に資する施設として宿泊施設を設定します。 

（３）居住誘導区域 

・居住誘導区域設定の考え方は下記の通りで、面積は約 1,044ha（市街化区域の約 41％）になります。 

方針 区域の考え方 

公共交通の利便性が高く将来的

にも人口を維持すべき区域 

・基幹的な公共交通の徒歩圏にあって、人口減少が見込まれる地域は、

人口を維持すべき地域と位置づけて、居住誘導を図ります。 

自然災害リスクの高くない地域 ・滋賀県が水害による人的被害リスクが高いとしている「2ｍ以上の浸

水」「2.5ｍ3/s2以上の流体力」の基準に該当する地域や、土砂災害の

危険性のある地域は、居住誘導区域に含めないこととします。 

歴史的資源や街なみが残る地域 ・歴史文化資源を活かした地域振興が重要な課題となっていることか

ら、歴史文化資源や街なみが残る地域の人口減少を防止するために居

住誘導を図ります。 
 

 

 

都市機能誘導区域 

・都市機能誘導区域とは、医療や商業などの都市機能を、都市

の拠点となる地域で維持・確保することにより、これらの生

活サービス機能の効率的な提供を図る区域のことです。 

・本市では、「都市計画マスタープラン」に位置づけた「都市核」

「地域核」を都市機能誘導区域に設定します。 

居住誘導区域 

・居住誘導区域は、人口減少にともなう人口密度の低下、住宅

の空き家化、各種生活サービス施設の機能低下等が懸念され

る中で、市民の暮らしに必要な生活基盤施設や公共公益施設

が充足し、定住継続や定住促進につなげていく区域です。 

・本市では、公共交通の利便性が高く将来的にも人口を維持す

べき区域や自然災害リスクの高くない地域、歴史文化資源や

街なみが残る地域に設定します。 

再編後のバス路線図更新要 

①都市核における、都市機能の充実した市街地

の形成 

②旧城下町等の中心市街地における、「21世紀型

城下町」の創造 

③地域核における、利便性の高い市街地の形成 

④安心して生活できる居住環境の形成 

⑤充実した公共交通環境の構築 

立地適正化計画における区域図とバス路線との関係 

（バス路線は再編案） 
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（３）公共交通の活性化及び再生に向けた取組の方向性 

 

  

 

基本方針 

 

 
 

・公共交通が人々の移動を支えることで、子育て・教育、健康、環境、観

光、経済再生、コミュニティなどの多様な行政分野（クロスセクター）

へ正の効果を与えることが期待されます。 

・通勤・通学・高齢者・観光などターゲットを明確にし、地域ごとに必要

なサービスレベルを提案し、住民の日常生活に必要な移動を公共交通で

支え、正のスパイラル（連鎖）へ転換を図ります。 

 

 

図 7-1 湖東圏域が目指すべき方向性～正のスパイラルへの転換 

 

【まちづくりや観光振興等の地域戦略と連携した交通まちづくりの方向性】 

⚫集約型まちづくりと公共交通沿線の利便性向上 

過度なクルマ依存と賑わい喪失といった「負のスパイラル（連鎖）」から脱却するため、公共交通の利便

性を高めるとともに、利便性を高めた公共交通の沿線に居住、商業、福祉、文化、交流、観光等の機能を集

積させることにより「正のスパイラル（連鎖）」に転換するため、まちづくり施策と連携して「集約型まち

づくり」を実現します。 

 

⚫鉄道の持続的運行確保及び通勤通学しやすいまちの実現 

湖東圏域内からの通勤通学、または他地域から湖東圏域内への通勤通学に資するための公共交通の利便

性向上を図ることにより、交通渋滞の緩和と通勤利便性の向上を目指します。特に、広域交通であるＪＲ、

近江鉄道と、圏域内交通である路線バス（企業路線、コミュニティ路線）の鉄道駅におけるハード・ソフト

両面での結節性を高めるための取組を、鉄道沿線市町と連携しながら実施し、鉄道線の持続的な運行確保

と利便性向上につとめます。 

 

⚫移動のしやすさ向上による定住の促進 

通勤者、学生、高齢者や障がいをお持ちの方も含め、様々な方が移動しやすい環境を整えることにより、

圏域における住みやすさの向上と定住の促進を図り、人口減少時代にあっても移動の活性化による交流人

口の増加と賑わいの創出につなげます。あわせて、ハード整備（パーク・アンド・ライド駐車場等）と連携

した公共交通ネットワークの確保を図ります。 

 

⚫公共交通空白地域の解消 

平成 20 年度から鉄道・バス空白地域を中心に順次導入している予約型乗合タクシー「愛のりタクシー」

が面的にカバーすることにより、引き続き公共交通空白地域の解消を通じて、各市町の拠点・集落相互間

を結ぶ公共交通の充実を図ります。 

 

⚫高齢者の外出機会増大と健康寿命の向上への貢献 

今後増加が予想される高齢者の方が健康的な社会生活を営むため、鉄道・バス・乗合タクシーのそれぞ

れで、買物や病院へのアクセスの充実と乗換利便性の向上等の施策により、高齢者の外出や社会活動を促

し、活き活きと暮らせる健康寿命の向上に貢献します。 
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（４）各公共交通機関における機能強化の基本方針 

ア ＪＲ琵琶湖線 

現状と課題 

 ・彦根市内を縦断するＪＲ琵琶湖線の新快速及び各駅停車（快速）が、昼間１時間当た

り３本程度運行しており、近畿圏及び中京圏を含めた広域移動の幹線交通として機能

しています。鉄道駅利用者が円滑に他交通機関に乗り継げることが重要です。 

機能強化の基本方針 

 ・ＪＲは引き続き圏域の幹線交通として他地域との結びつきを強化する重要な路線である

ことから、ＪＲ琵琶湖線を基幹としたネットワークを基本に、ＪＲ各駅での公共交通相互

の連絡利便性の向上を図ります。具体的には、利用しやすいダイヤを構築した上で、それ

を認知させる施策として以下の方策が考えられます。 

⚫鉄道・バス・タクシーの乗り継ぎ利便性向上：駅におけるバス・予約型乗合タクシ

ーとのダイヤ接続及び乗換案内の充実等 

⚫公共交通の利用促進と自発的な交通手段の転換：駅前へ乗り入れる自家用車に対す

る公共交通利用促進活動（時刻表のＰＲ） 

●駅広場の整備、駅のバリアフリー化・施設改善（南彦根駅エスカレータ） 

 

イ 近江鉄道 

現状と課題 

 ・近江鉄道線は、地域の移動手段として幅広い用途で利用されてきたが、自動車利用を

中心とした生活スタイルの普及等から、その利用者は昭和 42年度(1967年度)の年間

1,126万人をピークに平成 14年度(2002 年度)に 369万人まで減少しました。また、開

業後 120年を超え鉄道施設の老朽化が進み、営業費用は増加傾向にあり、平成 6年度

(1994年度)以降継続して営業赤字となっています。こうした状況より、平成 28年度

(2016年度)に近江鉄道㈱から滋賀県及び沿線市町に対し、今後民間企業の経営努力に

よる事業継続が困難であるとの説明があったことを受け、近江鉄道線の今後のあり方

にかかる検討が始まり、「公有民営」方式による上下分離により、近江鉄道線を全線に

わたり存続していく方針が合意され、それを受けて、近江鉄道沿線地域公共交通計画

が策定されました。今後、「公有民営」方式による上下分離に向けた具体的な検討およ

び手続等を進めること及び近江鉄道線の経営改善につながる事業を重点的に検討・実

施することとしています。 

機能強化の基本方針 

 ・近江鉄道沿線地域公共交通計画では、近江鉄道線沿線地域の基本方針として下記が掲げら

れており、湖東圏域においても、本方針に則り、他の沿線地域と連携して取り組むことと

します。 

 １．近江鉄道線を再生・活性化する 

２．近江鉄道線の二次交通を充実する 
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３．近江鉄道線沿線のまちづくりを進め、地域を活性化する 

４．関係者が連携・協働して地域公共交通の利用を促進する 

５．ＩＣＴ等の活用により多様なニーズに対応する 

 

ウ 路線バス（企業路線、コミュニティ路線） 

現状と課題 

 ・湖東圏域における路線バスは、かつての利用者減少と運行本数減少の悪循環から脱却

し、コロナ禍以前までは利用者数が増加傾向となっていました。しかし、コロナ禍に

より利用者数が大きく減少しているほか、全国的に課題となっているバス乗務員不足

及び労働環境改善に向けた対応が求められている中、輸送資源を効率化しつつ、利用

者のニーズに合った再編をしていく必要があります。あわせて、老朽化したバス車両

を継続的に更新していくことも必要です。 

機能強化の基本方針 

 ・今後も圏域内の移動を支える主要な交通機関として、圏域内居住者の鉄道駅等への交通の

利便性向上、域外からの通勤通学及び観光客のアクセス向上等を図るとともに、他交通機

関との連携を深めることが必要です。 

⚫ニーズに合わせたバス路線の再編   ⚫バス車両の更新による持続的な運行継続 

⚫鉄道・バス・タクシーの乗り継ぎ利便性向上   ●待合環境の充実 

 

エ 予約型乗合タクシー（愛のりタクシー） 

現状と課題 

 ・予約型乗合タクシーは、鉄道・路線バスの空白地域におけるクルマを持たない方への

交通手段として機能しており、空白地域の解消につながっています。年々利用者数が

増加し、令和４年度は年間 4.7万人を輸送しました。 

機能強化の基本方針 

 ・今後も鉄道と路線バスを補完して面的に公共交通サービスを提供する手段として、予約型

乗合タクシーを継続して運行していく必要がありますが、効率的かつ効果的な運行とす

るため、需要と費用対効果を見極めつつ、継続的に運行形態を改善していく必要がありま

す。 

⚫地域に応じた多様な交通手段の提供による空白地域解消：バスとしての維持が著し

く困難となっている路線については、予約型乗合タクシーへの移管を視野に入れて

検討 

⚫鉄道・バス・タクシーの乗り継ぎ利便性向上：駅や主要バス停でダイヤを接続させ

ることを念頭に、利便性と効率性の両面に配慮した路線及びダイヤを検討 
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第７章 公共交通ネットワーク再編の方向性 
 

＜基本的考え方＞ 

運輸業界全体の課題である車両数及び乗務員数の制約の中で、安全かつ安定した輸送を

行うことを念頭に、公共交通優先のまちづくりに資するために目標とするサービスレベル

を定めます。 

 

目標とするサービスレベル（案） 

⚫彦根駅～中心市街地～彦根ニュータウン（パリヤ）間：終日 30分（以内）間隔を目指す 

⚫南彦根駅～県立大学間：15～30分間隔（ＪＲ南彦根駅で接続） 

⚫多賀方面（多賀線）：朝夕 30分間隔、昼間 60分間隔 

⚫河瀬～甲良町（甲良線）、能登川～愛荘町（角能線）：終日 60分間隔 

⚫湖岸道路沿い：60～120分間隔 

※上記を基本として、鉄道駅のダイヤに「５～10 分以内に」乗り継げるサービスレベルを確保。 

※バス・鉄道の勢圏以外は愛のりタクシーが面的にカバーする。（60～120 分間隔） 

 

 

 

上記の運行本数は目安であり、社会情勢等の変化により見直す場合がある。 
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第８章 交通課題、施策の方向性、具体的施策及び政策目標の関連図 
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第９章 湖東圏域地域公共交通計画の目標 
 

 

 現状 目標値 

鉄道各駅の利用者増加 

（ＪＲ、近江鉄道） 

年間 785 万人 

（Ｒ３年度） 

年間 948万人 

（Ｒ10年度） 

自動車交通手段分担率の抑制 
76％ 

（Ｒ５年度アンケート調査） 

69％ 

（Ｒ10 年度アンケート調査） 

路線バスの利用者数増加 
年間 72 万人 

（Ｒ４年度） 

年間 85万人 

（Ｒ10年度） 

乗合タクシーの乗合率向上 
1.51人/便 

（Ｒ４年度） 

1.8人/便 

（Ｒ10年度） 

公共交通に対する満足度向上
（アンケートで「満足」「やや満

足」との回答割合） 

33％ 

（Ｒ５年度アンケート調査） 

40％ 

（Ｒ10 年度アンケート調査） 

路線バスの収支率 
35％ 

（Ｒ４年度） 

41％ 

（Ｒ10年度） 

愛のりタクシーの収支率 
16％ 

（Ｒ４年度） 

19％ 

（Ｒ10年度） 

路線バスの利用者 

１人あたり行政負担額 

236円／人 

（Ｒ５年度） 

236円／人 

（Ｒ10年度） 

愛のりタクシーの利用者 

１人あたり行政負担額 

1,816円／人 

（Ｒ５年度） 

1,816円／人 

（Ｒ10年度） 
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第 10 章 目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

（１）鉄道 

１） 「公有民営」方式の上下分離による近江鉄道の維持 

現状と課題 

・近江鉄道では、平成６年以降、鉄道事業の営業赤字が続き、鉄道事業者単独で

の事業継続が難しいことから、自治体、鉄道事業者、地域が一体となり、利用

促進や利便性向上に係る取組等を進めることにより経営の改善を図るととも

に、鉄道施設の保有と鉄道の運行を切り離す「公有民営」方式による上下分離

により、将来にわたり持続可能なかたちで路線を再生・活性化していく必要が

あります。 

事
業
計
画 

事業概要 

〇事業構造の転換による持続可能な運行の確保 

・近江鉄道株式会社から譲渡を受けた鉄道施設・設備・車両を、第三種鉄道事業

者として一般社団法人近江鉄道線管理機構が保有し、設備投資や維持修繕に要

する費用を、滋賀県及び近江鉄道沿線１０市町が負担することで近江鉄道線全

線を適切に維持管理するとともに、第二種鉄道事業者として近江鉄道株式会社

は沿線の企業や高等学校等への営業活動を一層強化し、新たな定期券利用者の

獲得と利用者ニーズに基づく新たなサービスの提供につなげていきます。 

 

〇近江鉄道線の輸送の安全の確保 

・近江鉄道線の安全・安心で持続可能な運行を確保するため、鉄道施設・設備、

車両等の計画的な改修、更新時期の最適化、レールの重軌条化や PC枕木化等

の軌道強化による乗り心地の改善や定時性、速達性の向上を図るとともに、駅

舎、駅施設の改修等により利用者の快適性の向上に努めます。 

 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 滋賀県及び近江鉄道沿線１０市町、近江鉄道㈱、（一社）近江鉄道線管理機構 

備考 近江鉄道沿線地域公共交通計画に記載 
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２） 通勤・通学利用者数の維持・増加に向けた取組 

現状と課題 

・近江鉄道線の主要顧客は通勤・通学利用者ですが、沿線人口の減少、少子高齢

化の進展、新型コロナの影響に伴う働き方の変化により、今後減少が想定され

ます。そのため、維持・増加を図り、鉄道事業運営のベースとなる運賃収入を

確保に努めます。 

事
業
計
画 

事業概要 

○通学定期券の購入促進 

・学生の通学における近江鉄道線利用を維持・増加させるため、通学定期券の購

入を促進します。 

○通勤、通学における公共交通利用の促進 

・官公庁・沿線企業の通勤や沿線学校への通学における公共交通利用の促進を図

る。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 
彦根市、愛荘町、甲良町、豊郷町、多賀町（近江鉄道沿線１０市町と連携して実

施） 

備考  
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３） 新たな利用者の確保に向けた取り組み 

現状と課題 

・近江鉄道線は沿線市町を結ぶ重要な社会インフラであり、地域住民や来訪者が

上下分離後に利便性やサービスの向上を実感できるよう、利用者等のニーズに

きめ細かに対応していく必要があります。 

・また、近年の利用者推移をみると、通勤・通学定期利用者が増加する一方、定

期外利用者は横ばいで推移しており、定期外利用者の増加に向けては、沿線地

域に点在する豊かな自然・歴史・文化等の観光資源の活用や、地域との連携に

よる利用促進を継続して実施する必要があります。 

・鉄道駅が利用者や周辺住民、観光に訪れる方の憩いの場となるよう、駅舎や周

辺施設を整備し待合環境を改善していきます。 

事
業
計
画 

事業概要 

〇地域との連携によるにぎわい創出と人々の交流による地域の活性化 

・駅舎および駅周辺において、地域の魅力を活かした集客性の高いイベントを開

催することにより、域外・域内の鉄道を利用した移動を促進します。 

・観光シーズンには、観光客が来訪しやすいようにスマホ決済によるお得な乗り

放題チケットの販売や、ガチャフェスなど、沿線地域の団体等と連携して取り

組むことにより、近江鉄道線を活用した人々の交流機会の創出や地域活性化を

進めます。 

〇鉄道の魅力およびサービスの向上 

・利用者ニーズを踏まえた企画切符や高齢者の外出を支援する割引パスの本格導

入等を検討するとともに、企画切符で既に導入しているスマホアプリによる乗

車券のしくみを活用したアプリ定期券導入に向けた調整を行います。 

・交通系 ICカードの近江鉄道線への導入や、リアルタイムでの運行情報の提供

等を検討します。また、シームレスな交通サービスの提供を図るため、MaaS

の導入も見据え、県東部地域のモビリティサービスを一括して提供できるしく

みづくりについても研究していきます。 

〇交通結節点の機能強化 

・ＪＲならびに近江鉄道各駅を、地域住民だけでなく多くの来訪者で賑わう場に

するため、駅舎の改築やトイレ等の設置、駅前広場の再整備について検討を進

め、公共交通待合環境を充実させます。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 滋賀県及び近江鉄道沿線１０市町、近江鉄道㈱ 

備考  

 

 

  



75 

（２）路線バス 

１） 彦根市中心部におけるバス路線再編 

現状と課題 

・彦根市中心部（彦根駅、彦根城周辺及び中心市街地エリア）は、湖東圏域の中

でも最も都市機能が集積しているエリアであり、多くの常住人口及び従業人口

があるとともに、彦根城や四番町スクエア、キャッスルロードなどを中心に多

くの観光客が集まるエリアでもあります。 

・路線バスも彦根駅を起点とした路線形態となっておりますが、現状のバス利用

者数は、ＪＲ・近江鉄道の彦根駅利用者と比べて多いとは言えない状況です。

また、生活・コミュニティバス系統と観光系統（ご城下巡回バス）、通学系統

（滋賀大学行き）とが存在していますが、互いの系統が重複しているほか、各

系統の利用者がそれぞれ限定されており、最適とは言えない状況です。 

事
業
計
画 

事業概要 

○運行本数の増加と利用者の増加につなげるため、以下の路線のうち区間が重複

する路線を統合・再編を通じて、彦根駅利用者及び中心市街地周辺の住民・観

光客・学生等の回遊の活性化を促します。 

・彦根駅を起点とするコミュニティバス路線の再編（三津屋線、彦根県立大学

線、彦根駅市立病院線、南彦根ベルロード線） 

・観光系統（ご城下巡回バス）とコミュニティバスを含めた再編 

＜再編の目標＞ 

・ＪＲ彦根駅とのダイヤ接続の向上 

・彦根駅及び中心部における路線バス利用者の向上 

実施時期 令和６年度以降 

実施主体 彦根市、湖国バス（株） 

備考  

 

 

  ご城下巡回バスの運行 

南彦根ベルロード線の路線分割 

（カインズ～松原～彦根駅） 

（カインズ～栄町～パリヤ～南彦根） 

 

 

城北大藪線・近江高校前経由便の廃止 

（愛のりタクシーへ移管） 
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２） 彦根市中心部における市民や観光客の回遊性向上等に向けた路線見直し 

現状と課題 

・彦根駅～彦根城周辺には、彦根城や夢京橋キャッスルロード、四番町スクエア

などの観光資源が集中しているほか、彦根総合スポーツ公園や市立図書館など

の公共施設も集中しています。一方で、現在運行しているご城下巡回バスは運

行日を限定した運行となっており、市民利用や観光利用の回遊性を高めるため

には、年中を通して回遊性の高い交通の提供が求められます。 

事
業
計
画 

事業概要 

○彦根市中心部におけるご城下巡回バスの運行、利用実態を反映した路線バス再

編実施 

・ご城下巡回バスについては、引き続きハイシーズンを中心に運行し、市民及び

観光客の利便性向上に資するものとします。 

・新たに彦根城周辺を周回して彦根総合スポーツ公園、視覚障害者センターなど

の公共施設及びカインズモール（大規模商業施設）を経由する循環系統を新設

します（通年運行）。 

・南彦根ベルロード線のうち、彦根駅～カインズモール間については、新設する

上記循環系統と機能が重複すること及び定時性確保の観点から、カインズモー

ル～ベルロード～ビバシティ間のみの運行とする一方で、運行本数を増回し、

市民の買物利用の機会向上と定時性向上を図ります。 

・一方、路線バス城北大藪線のうち近江高校前経由の系統については、利用状況

を勘案し、また近隣に愛のりタクシーが運行していることから、一部停留所に

ついて愛のりタクシーへの転換を含め再編するものとします。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 彦根市、湖国バス（株）、近江タクシー（株） 

備考 
 本事業は、地域公共交通利便増進事業として位置付け、別途策定する「湖東圏

域地域公共交通利便増進実施計画」の中で実施するものとします。 
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３） 通学需要（高校・大学）に対応した路線・ダイヤ編成 

現状と課題 

・湖東圏域には高校７校（H28以降）、大学３校があり、圏域内はもとより圏外

からの通学も見られます。 

また、圏域内在住の学生で圏域外に通学される方もいるため、鉄道を使った通

学が多く見られます。 

しかし、ＪＲの各駅前に朝夕の通学・帰宅ラッシュ時には駅前に多くの送迎車

両が集中して渋滞が生じ、ひいては路線バスの定時運行に支障が生じるなど、

大きな問題となっています。 

また、通学ニーズと路線バスの運行ダイヤが必ずしも合致しないなど、さらな

る改善の余地が残されています。 

＜高校＞河瀬高校、彦根工業高校、彦根翔西館高校、彦根東高校、愛知高校（以

上県立）、近江高校、彦根総合高校 

＜大学＞滋賀大学、滋賀県立大学、聖泉大学 

事
業
計
画 

事業概要 

○湖東圏域内に居住する学生が、ＪＲ等を使って円滑に通学できるよう、路線バ

スの通学需要（高校・大学）に対応した路線・ダイヤ編成を行います。 

・彦根駅・南彦根・河瀬駅・稲枝駅・能登川駅における通学・帰宅時間帯のＪＲ

ダイヤに接続した路線バスダイヤへの改善 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 
彦根市、愛荘町、甲良町、豊郷町、多賀町、近江鉄道（株）、湖国バス（株）、 

彦根観光バス（株） 

備考  
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４） 鉄道ダイヤに合わせたバスダイヤの最適化（パターンダイヤの本格実施） 

現状と課題 

・現在のバス時刻表は、一部がＪＲとの接続が図られるなどの工夫や、毎時同時

刻発車のダイヤが見られるものの、時間帯によっては運行されないなど、通院

や買物客にとっては必ずしも利便性が高いものとなっていない状況にありま

す。 

＜課題＞ 

○鉄道駅との確実な連携 

○特に昼間時間帯の「覚えやすく」「使いやすい」ダイヤ設定 

○利用者ニーズに沿ったダイヤ設定 

事
業
計
画 

事業概要 

○利用者ニーズに沿ったバスダイヤ改善施策として、具体的には下記の施策を検

討します。 

○他のコミュニティバス路線についても、将来的には需要等を勘案しつつ、バス

待ち時間短縮と利便性向上を図ります。 

○覚えやすい、分かりやすいダイヤの実現と、「毎時決まった時間にバスが来

る」という安心感を利用者に提供することにより、利用者の増大が期待できま

す。 

・ご城下巡回バスをはじめとする彦根城周辺の路線バスの再編により、彦根市中

心部の観光及び買物利便性の向上を図ります。 

・鉄道駅発路線については、毎時決まった時間にダイヤが組まれ、主要拠点駅で

全てのバスを 10 分以内でのパターンダイヤ接続を図ります。 

・需要等を勘案しつつ、運行本数の増加によるバス待ち時間の短縮と利便性向上

を図ります。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 
彦根市、愛荘町、甲良町、多賀町、近江鉄道（株）、湖国バス（株）、彦根観光バ

ス（株） 

備考  
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５） 老朽化したバス車両の更新とノンステップバス化 

現状と課題 

・車椅子利用者や高齢者等にとって、乗りやすいバスであることは公共交通利用

に必要です。 

・ノンステップバスの導入は進められているものの、今後車両更新時期が到来す

るバス車両についても、順次更新していく必要があります。 

＜課題＞ 

○現有車両の老朽化に伴う車両更新に合わせたノンステップ化 

事
業
計
画 

事業概要 ○車両更新時期に合わせ、低床ノンステップバスを導入します。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 彦根市、愛荘町、甲良町、多賀町、湖国バス（株）、彦根観光バス（株） 

備考  

 

 

６） 運転士の担い手不足に向けた対応策の検討 

現状と課題 

 現在、全国的に自動車運送事業は中高年層の労働力に依存している傾向が強

く、将来的には深刻な労働力不足に陥る懸念があります。 

 湖東圏域における路線バスや予約型乗合タクシー運行についても、交通事業者

による運行確保のための努力が続けられておりますが、直ちに増便などの対応

が取りにくい状況が続いており、サービス改善にあたっては将来大きな障壁と

なる可能性があります。 

事
業
計
画 

事業概要 

○運転士の担い手不足への対応 

 バスの運転者の安定的な確保及び育成に関しては、国においても取組を進めて

いるところであり、引き続き湖東圏域においても安定輸送のための乗務員の募

集の取組等を進めます。具体的には、湖東圏域公共交通ニューズレターなどの

媒体を活用した運転士採用告知の支援を行います。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 
近江鉄道（株）、湖国バス（株）、彦根観光バス（株）、近江タクシー（株）、彦根

市、愛荘町、甲良町、多賀町 

備考  
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（３）乗合タクシー 

１） フィーダー路線としての愛のりタクシー運行 

２） 需要に合わせた運行ダイヤの適正化と持続的な運行継続 

３） バスとの競合の見直しによる運営の安定化 

現状と課題 

・路線バスに対する行政補助が年々増加している中、住民の交通手段の維持が極

めて困難な状況となっています。一方で、全く路線バスサービスが提供されて

いない地域も点在しており、高齢化社会を迎える中で住民のモビリティ確保が

急務となっています。 

・予約型乗合タクシーはそうした地域におけるクルマを持たない方への交通手段

として機能しており、空白地域の解消につながっています。 

・今後も、鉄道と路線バスを補完して面的に公共交通サービスを提供する手段と

して、予約型乗合タクシーを継続して運行していく必要がありますが、効率的

かつ効果的な運行とするため、需要と費用対効果を見極めつつ、また高齢者福

祉の観点も含め総合的に判断しながら、継続的に運行形態を改善していく必要

があります。 

＜課題＞ 

○公共交通利便性の地域間格差の解消 

○需要動向に合わせた運行計画の見直し 

事
業
計
画 

事業概要 

○引き続き予約型乗合タクシー「愛のりタクシー」の継続運行 

○愛のりタクシーの持続的な運行継続を念頭に、乗合率を高める取組やダイヤの

適正化、既存路線バスとの適切な役割分担の検討 

実施時期 令和６年度以降順次  

実施主体 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、近江タクシー（株） 

備考  
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【補足】地域公共交通確保維持事業の必要性（愛のりタクシー） 

湖東圏域内の地域公共交通のうち、愛のりタクシー（15路線）は地域公共交通確保維持事業（地域

内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）を活用しており、今後も国庫補助金を活用していく予定で

す。そこで、これらの路線の役割や位置付けを踏まえ、湖東圏域における補助事業の必要性を以下に

整理しました。 

 

表 11-1 補助事業（地域内フィーダー系統）の必要性（１） 

地区 系統 必要性 

とりいもと 

小野線 

●彦根市鳥居本地区小野町や原町、松原町等の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠

点を結び、通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 彦根駅や近江鉄道鳥居本駅とも接続し、各駅へのアクセス交通としても重要な

役割を担い、広域的な移動を支えるこの地域唯一の公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

宮田線 

●鳥居本地区宮田町や甲田町等の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠点を結び、通

勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 彦根駅や近江鉄道鳥居本駅とも接続し、各駅へのアクセス交通としても重要な

役割を担い、広域的な移動を支えるこの地域唯一の公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

山手線 

●鳥居本地区善谷町や笹尾町等の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠点を結び、通

勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 彦根駅や近江鉄道鳥居本駅とも接続し、各駅へのアクセス交通としても重要な

役割を担い、広域的な移動を支えるこの地域唯一の公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

いなえ 

石寺線 

●彦根市稲枝地区石寺町や上岡部町等の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠点を

結び、通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 稲枝駅や JR 南彦根駅、近江鉄道豊郷駅とも接続し、各駅へのアクセス交通と

しても重要な役割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

新海浜線 

●彦根市稲枝地区新海町や豊郷町等の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠点を結

び、通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 稲枝駅や JR 南彦根駅、近江鉄道豊郷駅とも接続し、各駅へのアクセス交通と

しても重要な役割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 
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表 11-2 補助事業（地域内フィーダー系統）の必要性（２） 

地区 系統 必要性 

かわせ 

日夏線 

●彦根市河瀬地区日夏町や甘呂町等の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠点を結

び、通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 河瀬駅や JR 南彦根駅、近江鉄道豊郷駅とも接続し、各駅へのアクセス交通と

しても重要な役割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

河瀬東・ 

豊郷線 

●彦根市河瀬地区日夏町や甘呂町、豊郷町等の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠

点を結び、通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 河瀬駅や JR 南彦根駅、近江鉄道豊郷駅とも接続し、各駅へのアクセス交通と

しても重要な役割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

亀山線 

●彦根市河瀬地区清崎町や堀町等の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠点を結び、

通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 河瀬駅や JR 南彦根駅、近江鉄道豊郷駅とも接続し、各駅へのアクセス交通と

しても重要な役割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

まつばら 松原線 

●彦根市松原町の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠点を結び、通勤・通学、通院、

買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 彦根駅、近江鉄道彦根駅とも接続し、各駅へのアクセス交通としても重要な役

割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

あいしょう 

金剛輪寺線 

●愛荘町金剛輪寺、岩倉、蚊野や豊郷町等の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠点

を結び、通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 稲枝駅、近江鉄道愛知川駅・豊郷駅とも接続し、各駅へのアクセス交通として

も重要な役割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

愛荘西部線 

●愛荘町東円堂、野々目、長野等の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠点を結び、

通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 稲枝駅、近江鉄道愛知川駅・豊郷駅とも接続し、各駅へのアクセス交通として

も重要な役割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

こうら 甲良線 

●甲良町や彦根市地蔵町、東沼波町等の交通空白地域と湖東圏域内の主要拠点を結

び、通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 河瀬駅・南彦根駅、近江鉄道尼子駅・豊郷駅・高宮駅とも接続し、各駅へのア

クセス交通としても重要な役割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 
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表 11-3 補助事業（地域内フィーダー系統）の必要性（３） 

地区 系統 必要性 

たが 

河内線 

●多賀町河内、水谷、栗栖等や彦根市高宮町、大堀町等の交通空白地域と湖東圏域

内の主要拠点を結び、通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 南彦根駅、近江鉄道多賀大社前駅・高宮駅・豊郷駅とも接続し、各駅へのアク

セス交通としても重要な役割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

大君ヶ畑線 

●多賀町大君ヶ畑、佐目等や彦根市高宮町、大堀町等の交通空白地域と湖東圏域内

の主要拠点を結び、通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 南彦根駅、近江鉄道多賀大社前駅・高宮駅・豊郷駅とも接続し、各駅へのアク

セス交通としても重要な役割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

萱原線 

●多賀町萱原、大杉、藤瀬等や彦根市高宮町、大堀町等の交通空白地域と湖東圏域

内の主要拠点を結び、通勤・通学、通院、買物等の生活交通を支える役割を担う。 

●JR 南彦根駅、近江鉄道多賀大社前駅・高宮駅・豊郷駅とも接続し、各駅へのアク

セス交通としても重要な役割を担い、広域的な移動を支える公共交通である。 

●一方で、今後の人口減少や高齢化の進展、財政の緊迫等により、自治体や交通事

業者の運営努力、自治体の支援だけでは路線の維持が難しいことから、地域公共

交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 
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【地域公共交通の事業内容および実施主体】 

湖東圏域内の地域公共交通のうち、地域内幹線と支線について、事業内容や運行を実施している主

体等を以下に整理しました。 

表 11-4 地域内幹線の事業内容および実施主体 

公共交通

の種類 
系統 起点 経由地 終点 

事業許可 

区分 

運行 

態様 
実施主体 

補助事業 

の活用 

路線バス 

（９路線） 

三津屋線 彦根駅 銀座街、ベ

ルロード

平田、市立

病院、開出

今、県立大

学 

三津屋、 

県立大学、 

市立病院 

4 条乗合 路線定期

運行 

彦根市 

（運行は 

湖国バス） 

なし 

城北・ 

大藪線 

彦根駅 銀座街、栄

町二丁目、

大藪、市立

病院、開出

今 

三津屋、 

県立大学、 

市立病院 

4 条乗合 路線定期

運行 

彦根市 

（運行は 

湖国バス） 

なし 

南彦根 

ベ ル ロ ー ド

線 

彦根駅 総合運動

場、カイン

ズモール

彦根、ベル

ロード平

田 

ビバシテ

ィ 

4 条乗合 路線定期

運行 

彦根市 

（運行は 

湖国バス） 

なし 

南彦根 

県 立 大 学

線 

 

南彦根

駅西口 

松田団地、

市立病院、

ひこね市

文化プラ

ザ 

県立大学 4 条乗合 路線定期

運行 

湖国バス なし 

平田線 彦根駅 銀座、平

田、宇尾、

印刷局前 

南彦根駅

西口 

4 条乗合 路線定期

運行 

彦根市 

（運行は 

湖国バス） 

なし 

多賀線 彦根駅 国道多賀

大社、びわ

湖東部中

核工業団

地、多賀大

社前駅口、

スクリー

ン 

多賀町役

場、共栄社

化学前、南

彦根駅西

口 

4 条乗合 路線定期

運行 

彦根市・ 

多賀町 

（運行は 

湖国バス） 

なし 

甲良線 河瀬駅

東口 

尼子駅 富之尾 4 条乗合 路線定期

運行 

甲良町 

（運行は 

湖国バス） 

なし 

稲 枝 循 環

線 

稲枝駅 柳川、本

庄、聖泉大

学 

新海 4 条乗合 路線定期

運行 

彦根市 

（運行は 

湖国バス） 

なし 

角能線 能登川

駅 

愛知川駅、

湖東記念

病院 

市ヶ原 4 条乗合 路線定期

運行 

愛荘町・ 

東近江市 

（運行は 

近江鉄道バス） 

なし 
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表 11-5 支線（地域内フィーダー系統）の事業内容および実施主体 

公共交通

の種類 
系統 起点 経由地 終点 

事業許可 

区分 

運行 

態様 
実施主体 

補助事業 

の活用 

愛のり 

タクシー 

（15 路線） 

と り い も

と 

小野線 

友仁山

崎病院 

鳥居本駅、 

高根団地東 

友仁山崎

病院 

4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

と り い も

と 

宮田線 

友仁山

崎病院 

鳥居本駅 摺針 4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

と り い も

と 

山手線 

友仁山

崎病院 

鳥居本駅 笹尾 4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

いなえ 

石寺線 

友仁山

崎病院 

稲枝駅 雨降野信 

号前 

4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市・ 

豊郷 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

いなえ 

新海浜線 

友仁山

崎病院 

稲枝駅 豊郷駅 4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

かわせ 

日夏線 

友仁山

崎病院 

河瀬駅西口 豊郷駅 4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

かわせ 

河瀬東・ 

豊郷線 

市立病院 河瀬駅東口 雨降野信 

号前 

4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市・ 

豊郷 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

かわせ 

亀山線 

市立病院 河瀬駅東口 豊郷駅 4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

まつばら 

松原線 

   4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

あ い し ょ

う 

金 剛 輪 寺

線 

稲枝駅 豊郷病院、

金剛輪寺 

湖東記念 

病院前 

4 条乗合 路線不定

期運行 

愛荘町・ 

豊郷 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

あ い し ょ

う 

愛 荘 西 部

線 

稲枝駅 豊郷病院、

愛知川駅 

湖東記念 

病院前 

4 条乗合 路線不定

期運行 

愛荘町 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

こうら 

甲良線 

市立病院 甲良町役場 豊郷駅 4 条乗合 路線不定

期運行 

甲良町 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

たが 

河内線 

市立病院 多賀大社 

前駅 

山女原 4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市・ 

多賀町 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

たが 

大 君 ヶ 畑

線 

市立病院 多賀大社 

前駅 

大君ヶ畑奥 4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市・ 

多賀町 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 

たが 

萱原線 

市立病院 多賀大社 

前駅 

旧保育園前 4 条乗合 路線不定

期運行 

彦根市・ 

多賀町 

（運行は 

近江タクシー） 

フィーダー

補助（国） 
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４） 鉄道・バスと乗合タクシーとの乗換利便性向上 

現状と課題 

・湖東圏域のバスの運賃体系は、210円及び 310円に統一され、運賃面での改善

は進みつつあります。一方で、圏域にはＪＲ４駅、近江鉄道 11駅が存在して

おり、鉄道網は地方都市としては充実しています。 

・しかし、鉄道とバス路線との接続が必ずしも良いとは言えず、鉄道・バスの乗

り継ぎ旅客は彦根駅を除いては極めて少なくなっています。 

・あわせて、予約型乗合タクシーについては、できるだけＪＲ駅との接続に配慮

した形となるよう設計されているものの、全ての便で接続できているとは限ら

ず、また近江鉄道の各駅との接続は必ずしも取られていないなど、さらなる改

善が必要です。 

・今後、圏域全体として公共交通の使いやすさを向上させるためには、鉄道とバ

ス交通の乗継利便性（路線、ダイヤおよび運賃等）の改善が必要です。 

事
業
計
画 

事業概要 

○主要拠点駅で全てのバスを 10 分以内でパターンダイヤ接続（再掲） 

○ＪＲ及び近江鉄道と予約型乗合タクシーとの接続改善 

○主要バス停における路線バスと予約型乗合タクシーとの接続改善 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 
彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、近江鉄道（株）、湖国バス（株）、 

近江タクシー（株） 

備考  
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（４）乗換利便性向上、運賃施策、観光施策との連携 

１） 駅周辺及びスマホ・PCにおけるバス運行情報提供 

現状と課題 

＜現状＞ 

・出発地から目的地までの移動を支援するためには、情報提供場所にふさわしい

媒体を活用した情報提供を行うことが重要です。湖東圏域では、路線バス位置

情報表示システム「バスここクル」を整備し、これから乗るバスが、今どこを

走っているのか確認することができます。 

＜課題＞ 

○土地勘がない人や、初めてバスを利用する人にとっても必要な時に必要な公共

交通情報が容易に手に入るような路線図、時刻表の配置位置、情報内容の改善 

事
業
計
画 

事業概要 

＜目標と計画案＞ 

乗り場案内における時刻表や、模式的な路線図を地図上に表示するなどの改善

を行います。 

情報提供の場所及び媒体としては、以下のものが考えられます。 

○鉄道駅での掲示・サイン等 

・各駅からバス乗り場までの案内強化 

・路線図を地図上に見やすく表示 

○バス停の位置及び名称の分かりやすさ向上 

○案内所等における公共交通情報提供の充実 

○バスロケの情報について、GTFS-RT形式によるスマホ・PCでの情報提供 

○主要バス停、スマートフォン及びＰＣにおけるバス運行情報等の情報提供 

＜効果＞ 

普段バスを利用しない人にとっても分かりやすい情報提供を行うことでバス利

用に対する抵抗感の緩和が期待できます。 

実施時期 令和 6年度以降 

実施主体 彦根市、湖国バス（株） 

備考 GTFS-RT: 公共交通機関の時刻表や関連する地理情報のオープンデータ形式 
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２） 駅・主要バス停における待合環境向上 

現状と課題 

・湖東圏域における公共交通利用者の多くは、ＪＲ各駅を利用していますが、駅

において路線バスへの乗換を促すためには、利用者が不安を感じないよう、路

線図や分かりやすい時刻表等の案内板等の整備が重要です。 

一方、その他のバス停においては、上屋もベンチもないバス停が多く、暗い、

寂しい、古いなどバス停のイメージが悪く、雨・雪に濡れるなどバス待ち環境

は良くありません。 

また、バスがいつ到着するか分からないため、利用者のイライラや不安感が募

る原因となっています。 

＜課題＞ 

○「乗ってみよう」と思わせるバス停デザイン 

○苦痛を感じないバス待ち環境 

○バス待ちのイライラや不安感の解消 

事
業
計
画 

事業概要 

○駅前・病院・商業施設前等の主要バス停における環境改善施策を実施します。 

・ＪＲ彦根駅、南彦根駅構内及び主要施設におけるバス時刻表の掲示 

・多くの乗降が見込めるバス停における上屋の整備 

・停留所の位置を乗りやすい位置へ変更、停留所名を分かりやすいものに変更 

＜効果＞ 

バス停の快適性向上により現在の公共交通利用層以外にもバス交通に対するイ

メージ改善が期待できます。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、近江鉄道（株）、湖国バス（株） 

備考  
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３） 乗換運賃割引の継続と利用促進 

４） 利用しやすい運賃施策の展開 

現状と課題 

・現在、南彦根駅を経由する系統において、河瀬線・旭森線と南彦根県立大学線

を相互に乗り継ぐ際には、運転士が乗継券を発行することにより、通し運賃で

乗車可能となっています。しかし、利用実績はごく少なく、この制度の存在自

体を知らない方が多い可能性があります。 

・一方、平成 26年度より、ＪＲ彦根、南彦根、河瀬の各駅から半径約１km圏内

の相互間を利用する方向けに、短距離運賃提言制度「駅チカ 100円」を創設

し、短距離でも利用のほとんど見られなかった区間への新たな需要創出につな

がっています。 

・あわせて、これまでほとんど利用が見られなかった高校生への需要喚起策とし

て、路線バスの高校生フリー定期「青春フリー定期」を、1ヶ月 5,000円で発

売開始しているところです。 

・ICカードについては、令和 2年度より ICOCA（全国共通交通系 ICカード）の

土入が始まりました。 

事
業
計
画 

事業概要 

○今後も、乗り継ぎ割引の継続を行うとともに、各種運賃割引の周知・ＰＲを実

施し、利用喚起に努めるものとします。また、路線バス及び愛のりタクシーと

の乗り継ぎ割引や、路線バス「青春フリー定期」の山間部における愛のりタク

シーエリアへの適用拡大の可能性や、その他利用促進のための割引運賃設定、

企画切符発行等についても研究します。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 
彦根市、愛荘町、甲良町、多賀町、近江鉄道（株）、湖国バス（株）、 

近江タクシー（株） 

備考  
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５） Ｐ＆Ｒ駐車場の設置 

６） 彦根駅、南彦根駅の待合室等のバス待ち環境整備 

７） 彦根駅Ｋ＆Ｒ駐車場の整備   

現状と課題 ・追加 

事
業
計
画 

事業概要 

○通勤時のパーク・アンド・ライド駐車場の整備 

・鉄道駅では交通結節点の更なる機能強化を目指し、通勤・通学用パーク・アン

ド・ライド（Ｐ＆Ｒ）駐車場の充実を図ります。 

・特に、彦根城周辺における交通渋滞の軽減などのため、河瀬駅、稲枝駅、鳥居

本駅などの郊外部の駅前広場周辺では、Ｐ＆Ｒ駐車場の充実によるクルマから

公共交通への利用転換を促します。 

・通勤・通学用Ｐ＆Ｒ駐車場は、既存駐車場との提携や商業施設の駐車場の活用

などについても検討し、小規模な取り組みから将来的な大規模Ｐ＆Ｒへつなげ

ていきます。 

○観光期におけるＰ＆ＢＲ施策の充実 

・観光期における彦根インターチェンジ～彦根市街地間の慢性的な交通渋滞を低

減させるため、観光期に実施するパーク・アンド・ライド駐車場の整備を行う

とともに、Ｐ＆ＢＲ駐車場利用者に対してご城下巡回バスや小型モビリティ等

の乗車を促すための施策について検討します。 

・市街地への車両流入抑制のための具体的な対策を検討するとともに、一般路線

バスを活用しながら、パーク・アンド・ライド等を恒常化させるための研究を

進めます。 

○彦根駅、南彦根駅における待合環境及びキス・アンド・ライド停車場の整備 

・彦根駅や南彦根駅の利用者に対して、鉄道・バス乗り継ぎの待合環境整備の可

能性について検討を実施します。 

・彦根駅前のキス・アンド・ライド停車場の整備については、駅周辺整備の進捗

とあわせて検討を進めながら、バスやタクシーなど他公共交通への影響も勘案

しつつ必要性を検討していきます。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 彦根市、湖国バス（株） 

備考  
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８） 観光多客期における小型モビリティなどの取組 

現状と課題 

・彦根城周辺地域においては、春の観桜期及び秋季を中心に多くの観光客が訪れ

ていますが、こうした観光客の多くはマイカーによる流入となっているため、

市内中心部の渋滞が慢性化しているほか、マイカー観光用の駐車場が不足する

などの問題があります。 

・これまでのマイカー依存型の観光受け入れでは、観光客にとって不便を強いる

ほか、市民生活及び周辺環境にも悪影響を及ぼすことから、「歩いて楽しめる

観光」を目指し、それをサポートする環境にやさしい移動手段の構築が求めら

れます。 

事
業
計
画 

事業概要 

・グリーンスローモビリティは、環境負荷が少ないこと、開放的で景色を楽しみ

ながら移動することができること、乗降がしやすいことなどから、新たなモビ

リティサービスとして活用が期待でき、全国の観光地で導入事例があります。 

・そこで、世界遺産登録を目指す彦根城周辺地域において、交通の脱炭素化と地

域課題の同時解決を目指し、グリーンスローモビリティによる旅客運送システ

ムを構築します。 

・ウォーカブルな道路空間への再編とともに、彦根城周辺、キャッスルロード及

び四番町スクエアのエリアを結ぶルートを設定し、観光客がグリーンスローモ

ビリティ及び徒歩を組み合わせて移動・回遊できる交通を実現します。 

・なお、彦根城周辺地域においては、ご城下巡回バス及び一般路線バスが運行し

ていますが、これらバス交通との競合を避けつつ、彦根城周辺における短距離

移動のラストワンマイルを担う小規模移動手段としてグリーンスローモビリテ

ィを位置付けます。 

実施時期 令和６年度以降本格実施 

実施主体 彦根市、近江タクシー（株） 

備考 
グリーンスローモビリティ：20km/h未満で公道を走行することが可能な電動車

を活用した小型モビリティサービス。 
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（５）ＭＭ、情報提供、利用促進の取組 

１） 紙媒体での情報提供 総合時刻表の作成・配布 

現状と課題 

＜現状＞ 

鉄道・バスは毎年ダイヤ改正が行われるため、その内容を広く周知することは

利用者獲得に不可欠です。 

＜課題＞ 

○公共交通の非利用層にとっても分かりやすい情報提供 

○公共交通に関心を持ってもらうための、積極的なＰＲ 

平成 21 年度から、バスダイヤ改正ごとに、「総合時刻表」を全戸配布してお

り、公共交通利用者の増加に一役買っています。 

今後もこの取組を継続し、バスの利用者増加につなげるとともに、公共交通優

先のまちづくりに向けた意識醸成を図る必要があります。 

事
業
計
画 

事業概要 

＜目標と計画案＞ 

○路線がとかく分かりにくいと言われるバスを始め、鉄道（ＪＲ、近江鉄道）も

含め公共交通の情報を分かりやすく提示します。 

・「湖東圏域総合路線図・時刻表」や、公共交通マップ、公共交通機関の「乗り

方」のガイド、パンフレット等の冊子等を作成・配布 

・予約型乗合タクシーについても同様に路線図と時刻表を作成し地域ごとに配布 

＜効果＞ 

○住民の幅広い層に分かりやすい情報を提供することにより、現在の公共交通利

用層以外にも需要喚起が期待できます。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 
彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、湖国バス（株）、彦根観光バス

（株）、近江鉄道（株） 

備考  
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２） 新技術を活用した時代の要請に合わせた利便性向上策の実施 

現状と課題 

・国において、公共交通機関の時刻表とその地理的情報に使用される共通形式を

定義したものです。この形式に沿って時刻情報やバス停の位置などのデータを

整備することで、経路検索サービスや地図アプリが公共交通の情報を利用しや

すくなります。 

・また、世界的に、複数の交通機関を統合した１つのサービスとしてみなし、情

報提供や決済などの仕組みを統合する MaaS（Mobility as a Service）という

概念が浸透しています。 

・運輸業界のドライバー不足への懸念から、地域の輸送資源の総動員による移動

手段の確保が求められています。 

事
業
計
画 

事業概要 

○時刻表情報のオープンデータ化による情報提供 

・GoogleMap などのスマートフォンで遅延状況を加味した経路検索をできるよ

う、オープンデータによる情報提供を行い、住民はもとより観光客も地域交通

機関でスムースに目的地に到達できるような情報発信を行います。 

○MaaS 関連事業の取組強化 

・愛のりタクシーにおけるキャッシュレス決済の拡大 

・将来的には、愛のりタクシーの AIデマンド交通（人工知能が予約ニーズに応

じて自動配車することによる、更なる利便性向上と配車の効率化）への発展な

どについても検討を行います。 

・自家用有償旅客運送、福祉輸送、企業バス等について、国が示す方針と湖東圏

域における適用可能性（メリット・デメリット）を鑑みながら、活用のあり方

を判断していきます。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 
彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、湖国バス（株）、近江タクシー

（株） 

備考 

MaaS（マース）：電車、バス、タクシー、船舶、航空などあらゆる交通機関の運

行データをまとめ、一つのアプリやサイトで全ての交通機関の経路を検索し、そ

の予約や決済が一括でできるサービス。 

 

Googleにおける、時刻表オープンデータによる 

情報提供（遅れ情報を加味した経路検索）例 
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３） かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト 

現状と課題 

＜現状＞ 

・湖東圏域の住民がバスを年間２往復程度だけでも多く利用することで、路線バ

ス収支は大きく改善することができますが、大半の住民はクルマ利用を前提と

したライフスタイルとなっています。 

＜課題＞ 

○公共交通の使いやすさ、分かりやすさを向上させるとともに、マイカー利用者

に対して、自発的な公共交通利用を呼びかける意識啓発 

○「若者のクルマ離れ」を踏まえ、バスに乗りなれない人が気軽に乗ってもらえ

る環境づくり 

事
業
計
画 

事業概要 

＜目標と計画案＞ 

○公共交通のブランド化 

・公共交通に乗ることが「魅力」に感じるようなキャッチコピー、意匠等を検討

し、各媒体に掲出 

○居住者向けモビリティ・マネジメント 

・ダイヤ、路線編成等を行った地区等をモデル地区として居住者向けモビリテ

ィ・マネジメントを実施 

・コスト、環境保全（NOx,CO2対策）等の観点から、クルマのない生活とバスの

利用の提案活動 

○学校向けモビリティ・マネジメント 

・学校教育の一環として児童生徒を対象としたモビリティ・マネジメントを実施 

○その他の情報発信 

・公共交通ニューズレターの発行等による、公共交通への利用転換を促進 

（モビリティ・マネジメントの実施にあたっては、現況等の調査、情報提供、行

動プラン表の作成・配布及び結果のフィードバック、体験乗車チケットの発行

を通じて、自発的な交通手段の転換を促します。） 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 
彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、湖国バス（株）、彦根観光バス

（株）、近江鉄道（株）、西日本旅客鉄道（株） 

備考  
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４） 各種イベント・地域との連携、各種利用促進・ＰＲ 

現状と課題 

＜現状＞ 

・市街地の郊外化と低密度化にともないマイカー利用が前提となったまちが形成

され、市中心部の衰退と公共交通の利用低迷が課題となっています。 

＜課題＞ 

○公共交通の利用頻度が極めて少ない方の存在、公共交通が疎遠になっている風

潮 

○特に若年層で公共交通の利用経験のない層の増加の懸念 

事
業
計
画 

事業概要 

＜目標と計画案＞ 

○公共交通を利用されるきっかけ作りとしての機会の創出 

・沿線で企画される各種イベントに際し、地域公共交通の利用方法の説明会の開

催や、チラシ／ポスターを通じて、公共交通での利用を促すよう働きかけま

す。 

・地域における意見交換会やワークショップ、出前講座等の開催を通じて、公共

交通の利用促進の周知または理解促進に努めます。 

実施時期 令和６年度以降順次 

実施主体 
彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、湖国バス（株）、彦根観光バス

（株）、近江鉄道（株）、西日本旅客鉄道（株）、各関係団体 

備考  
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第 11 章 継続的な公共交通活性化のための体制 

（１）フォローアップ体制 

令和６年度以降の施策実現にあたっては、さらに湖東圏域住民の力を最大限に活かしながら継

続的な連携を推進するために、公共交通に対する関心を広く住民に周知するとともに、利用の機

運を盛り上げる場を設けるものとします。 

当面は湖東圏域公共交通活性化協議会の枠組みを維持しつつ、検討テーマごとに住民、地域関

係者、公共交通事業者、行政等の多様な関係者が連携しながら、必要に応じて幹事会や担当者会

議等を設置し、実施可能な施策から実行に移すものとします。 

施策推進にあたり、きっかけとなる取組については、国の各種制度が活用できるよう国に対し

て要望を行うとともに、湖東圏域各市町としても各施策に対して支援していくものとします。ま

た、事業の円滑な実施のために各関係機関で構成する湖東圏域公共交通活性化協議会において、

適宜、会議等を開催するとともに進行状況を管理し、事業の評価を行います。 

（２）持続的な運行継続のための役割の明確化 

バス利用者や愛のりタクシーの利用者の増加が見られる一方で、年々、公共交通に対する各市

町の財政負担が増加しています。すなわち各市町の住民から頂いた税金によって公共交通が支え

られていますが、今後も持続的に運行を続けていくためには、必要な財政負担について関係各市

町で合意を得られる仕組みが必要です。 

そのため、以下のように、自治体・交通事業者・企業及び住民が良好な関係のもと、持続的な

運行を継続していくため、以下のように役割を明確にします。 

ア 住民及び企業の役割 

交通事業者による採算性及び行政による財政負担に限界がある中で、公共交通を持続的に運行

していくためには、企業や住民が公共交通の必要性を再認識し、「公共交通は自らが守る」という

意識変容が必要です。そのため、企業においては従業員に対し公共交通での通勤を促す取組を進

めるほか、住民の方も、年間に１日でも多く公共交通を利用頂くなど、公共交通を支える行動を

進めます。 

イ 自治体の役割 

公共交通の利便性を高めるための路線バス・乗合タクシーに関する企画及び調整を行うととも

に、公共交通利用に関する情報提供やＰＲ等の活動、企業や住民に対する働きかけを行います。

また、公共交通運行に係るコストを精査した上で、公共交通を守るために必要な財政支出を行い

ます。 

ウ 交通事業者の役割 

各交通機関のノウハウを活かした安全な輸送を行うとともに、より効率的・効果的な路線やダ

イヤ設定の企画及び自治体（協議会）に対する提案等を行い、継続して運行コスト軽減のための

取組を進めます。また公共交通利用に関する情報提供やＰＲ等の活動を自治体と連携して実施し

ます。  
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第 12 章 策定の経緯 
 

 

 

 


